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ハ
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説

近
時
、
労
働
委
員
会
に
お
い
て
多
く
の
団
交
拒
否
事
件
が
処
理
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
五
四
年
に
お
け
る
新
規
申
立
事
件
の

内
、
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
(
二
五
二
件
〉
が
労
組
法
七
条
二
号
関
係
の
事
件
で
あ
り
、
総
体
的
に
そ
の
比
率
は
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、

論

そ
れ
に
伴
な
い
論
点
も
多
様
化
し
て
い
る
。

〈

2
)

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
団
交
拒
否
事
件
を
め
ぐ
る
法
理
論
の
研
究
は
必
ず
し
も
十
分
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
学
界
の
主
要
な
関
心
は
、

(
3
)
 

し
て
い
わ
ゆ
る
団
交
応
諾
仮
処
分
の
許
可
の
問
題
で
あ
っ
た
。
本
来
の
規
制
機
関
た
る
労
働
委
員
会
の
救
済
と
の
関
連
に
お
い
て
、
団
交
権

法
理
を
き
め
細
か
く
検
討
す
る
視
角
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
否
定
す
ベ
〈
も
な
い
。

さ
ら
に
、
以
下
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
さ
え
も
十
分
解
明
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
の
-
は
、
な
ぜ
我
が
国
に
お
い
て
団
交
権
が
独
自
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
団
交
「
権
」
の
存
在
理
由
如
何

の
問
題
で
あ
る
。
団
交
制
度
の
確
立
と
団
交
「
権
」
の
保
障
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
例

を
み
で
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
団
交
「
権
」
を
保
障
し
な
い
の
が
真
の
団
交
制
度
で
あ
る
、
と
の
立
論
も
十
分
可
能
で
あ

ハ
4
)

ろ
う
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
か
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
意
識
さ
え
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
団
交
制
度
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
こ
の
点
の

研
究
は
、
比
較
法
的
に
極
め
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
こ
は
、
団
交
権
(
義
務
)
の
具
体
的
内
容
は
い
か
な
る
も
の
か
。
と
り
わ
け
、
誠
実
団
交
義
務
と
自
由
取
引
と
の
関
連
性
が
問
題
と

な
る
。
こ
れ
は
、
労
働
法
上
の
重
要
論
点
と
し
て
注
目
す
べ
き
、
と
思
わ
れ
る
が
、
救
済
措
置
の
不
十
袋
c
も
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
論
争
的
状

態
に
な
っ
て
い
な
い
。
実
益
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
日
本
メ

l
ル
・
オ
ー
ダ
ー
事
件
等
の
併
存
組
合
の
事
案

に
お
い
て
論
議
さ
れ
て
い
る
に
す
ダ
な
可
完
全
な
団
交
拒
否
で
は
な
く
、
交
渉
ル

i
ル
、
さ
ら
に
は
交
渉
内
容
自
体
が
争
わ
れ
る
団
交
紛

争
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
今
後
こ
の
点
の
解
明
が
と
く
に
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
三
は
、
団
交
拒
否
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
救
済
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
救
済
命
令
の
実
効
性
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
点

一
貫

北法31(3-4・II.174) 1560 



が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
典
型
が
「
団
交
拒
否
」
に
対
す
る
命
令
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
団
交
命
令
は
、
そ
の
性
格
上
「
原
状
回
復
的
」

で
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
団
交
命
令
が
出
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
間
の
団
交
拒
否
の
事
実
は
本
来
救
済
さ
れ
え
な
い
。
や
り

〈

8
)

ど
く
と
の
結
果
に
な
る
。
か
よ
う
な
結
果
を
回
避
す
る
命
令
は
い
ま
だ
芳
案
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
誠
実
団
交
義
務
の
法
的
強
制
と
い
う

難
問
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
の
四
は
、
団
交
紛
争
解
決
過
程
に
お
け
る
労
働
委
員
会
の
役
割
の
解
明
で
あ
る
。
他
の
不
当
労
働
行
為
事
件
と
は
異
な
り
、
団
交
拒
否

事
件
は
、
調
整
的
処
理
と
判
定
的
処
理
と
の
分
化
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
連
の
事
件
処
理
の
過
程
に
応
じ
て
、
労
働
委

員
会
の
役
割
が
変
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
団
交
「
権
」
法
理
の
確
立
の
た
め
に
は
、
か
よ
う
な
処
理
実
態
を
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ

ハ
9
)

ろ、っ。以
上
の
論
点
は
、
筆
者
の
将
来
の
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
以
上
の
基
本
的
問
題
の
解
明
の

ハ
叩
)

前
提
作
業
と
し
て
、
団
交
権
法
理
形
成
の
母
国
と
も
い
う
べ
き
ア
メ
リ
カ
の
法
理
を
検
討
し
た
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
団
交
義
務
が

(
U
X
U〉

労
使
関
係
法
の
シ
ェ
ー
マ
の
中
心
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
す
る
多
様
な
論
点
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
詳
細
な
法
理
論
が
形
成
さ
れ
て
い

日
本
法
に
も
有
益
な
一
示
唆
を
与
え
る
と
確
信
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
中
で
も
、
ヮ
グ
ナ
l
法
制
定
ま
で
の
一

る
。
こ
れ
ら
の
検
討
は
、

誠実団交義務法理の形成

連
の
経
緯
を
ふ
ま
え
て
主
に
次
の
二
点
に
つ
き
検
討
を
く
わ
え
る
も
の
で
あ
る
。

(uv 

そ
の
一
は
、
ワ
グ
ナ
l
法
に
お
い
て
団
交
「
権
」
が
な
ぜ
独
自
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
。
換
言
す
れ
ば
、
な
ぜ
「
団

交
拒
否
」
が
独
自
の
不
当
労
働
行
為
類
型
と
さ
れ
た
か
、
の
問
題
で
あ
る
。
同
時
に
、
団
交
権
保
障
と
排
他
的
交
渉
代
表
制
と
の
関
連
に
つ

い
て
も
そ
れ
な
り
に
検
討
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
団
交
制
度
の
実
態
が
団
交
権
法
理
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
、
の
問
題
は
究
明
す
べ

き
他
の
多
く
の
論
点
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
っ
か
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
も
法
理
論
の
流
れ

を
中
心
に
叙
述
し
て
い
る
。

北法31(3-4・11-175)1561 



説

そ
の
ニ
は
、

い
わ
ゆ
る
誠
実
団
交
義
務
の
内
容
の
解
明
で
あ
る
。
と
く
に
自
由
取
引
原
則
と
の
関
連
性
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
間
題
が
一

貫
し
て
ア
メ
リ
カ
労
使
関
係
法
の
重
要
論
点
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

N
I
R
A
七
条
例
に
関
す
る
裁

ヲδ‘
両岡

定
お
よ
び
ワ
グ
ナ
l
法
立
法
史
を
め
ぐ
る
一
連
の
論
争
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
点
に
関
す
る
立
法
意
図
の
究
明
に
努
め
た
。

ワ
グ
ナ

l
法
お
よ
び
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ

l
法
の
運
営
を
通
じ
て
確
立
し
た
種
々
の

(

日

〉

(

日

目

〉

団
交
権
法
理
に
つ
い
て
は
と
り
あ
げ
な
い
。
ま
た
、
排
他
的
交
渉
代
表
制
の
実
態
や
当
該
制
度
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
な

い
。
排
他
的
交
渉
代
表
制
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
議
凶
v

わ
が
国
の
併
存
組
合
問
題
を
芳
え
る
上
で
極
め
て
興
味
深
い
が
、
こ
れ
ら
の
検
討
は

す
べ
て
他
日
を
期
し
た
い
。

以
上
が
本
稿
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(

1

)

中
労
委
事
務
局
『
昭
和
五
五
年
版
不
当
労
働
行
為
事
件
・
労
働
争
議
調
整
事
件
の
概
況
』

(

2

)

大
和
哲
夫
・
佐
藤
香
『
労
働
委
員
会
規
則
』
(
一
九
七
四
年
〉
一
七
一
一
貝
。

〈
3
〉
た
と
え
ば
、
松
田
保
彦
「
団
体
交
渉
の
法
理
」
労
働
法
文
献
研
究
会
編
『
文
献
研
究
労
働
法
学
』
所
収
三
九
七
八
年
)
参
照
。

(

4

)

三
宅
正
男
「
団
体
交
渉
権
」
労
働
法
講
座

2
2
九
五
六
年
)
一
二
三
四
|
七
頁
。

(
5
〉
誠
実
団
交
義
務
の
法
的
実
施
と
い
う
の
は
理
論
的
に
興
味
深
い
テ
!
?
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
実
務
的
に
は
そ

れ
な
り
の
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

6

)

論
争
状
態
は
、
拙
稿
「
誠
実
団
交
義
務
と
自
由
取
引

l
組
合
併
存
下
の
団
体
交
渉
l
」
学
会
誌
労
働
法
五
回
号
〈
一
九
七
九
年
〉
参
照
。

(

7

)

不
当
労
働
行
為
事
件
だ
け
で
は
な
く
、
協
約
上
の
人
事
協
議
・
同
意
条
項
や
整
理
解
雇
事
件
に
お
い
て
協
議
義
務
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て

も
同
種
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

(

8

)

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
種
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
団
交
拒
否
の
救
済
l
協
約
締
結
命
令
お
よ
び
損
害
賠
償
支
払
命
令

に
い
た
る
ま
で

l
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
一
八
八
号
(
一
九
七
四
年
〉
、
拙
稿
「
タ
フ
ト
e

ハ
l
ト
レ
I
法
改
正
の
動
向
」
学
会
誌
労
働
法
五
五
号

(
一
九
八

O
年
)
参
照
。

(

9

)

そ
の
意
味
で
は
、
命
令
に
至
ら
ず
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
処
理
さ
れ
た
事
案
の
研
究
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

(
一
九
八

O
年
)
六
頁
。

北法31(3-4・n-176)1562 



誠実団交義務法理の形成

(
m
w
)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
我
が
国
に
お
け
る
主
要
な
研
究
は
以
下
と
息
わ
れ
る
。

光
岡
正
博
『
団
体
交
渉
権
論
序
説
』
(
一
九
七
五
年
〉
、
坂
本
重
雄
『
ア
メ
リ
カ
の
団
体
交
渉
制
度
』
(
一
九
六
六
年
)
、
高
島
良
一
『
労
働
契
約
と

団
体
交
渉
』
(
一
九
五
六
年
〉
、
本
多
淳
亮
「
米
国
に
お
け
る
団
体
交
渉
法
の
発
展
」
民
商
法
雑
誌
二
五
巻
五
号
、
二
六
巻
二
号
(
一
九
五
一
年
〉
、

三
島
宗
彦
「
団
体
交
渉
義
務
の
存
在
意
義
」
菊
池
祝
賀
論
文
集
『
労
働
法
と
経
済
法
の
理
論
』
(
一
九
六

O
年
)
所
収
、
同
「
米
国
労
使
関
係
法
と
団

体
交
渉
義
務
」
季
刊
労
働
法
四
号
(
一
九
五
二
年
)
、
前
川
正
仁
「
ア
メ
リ
カ
交
渉
単
位
制
度
の
機
能
」
立
命
館
法
学
八
九
巻
(
一
九
七

O
年
)
等
。

(日

)
Z
F河
切
〈
・
〉
5
2
W但ロ

Z
旦
写
ロ
曲
目
宮
田
口
町
田
口
n刊
の
0.‘
ωAFUC-∞
-
U由
日
・
(
忌
印
N〉田仲

AFCN・

(
ロ
)
一
九
七
八
年
の

N
L
R
B
の
年
報
に
よ
る
と
、
使
用
者
に
対
す
る
総
申
立
件
数
二
七

O
五
六
件
の
約
三

O
パ
ー
セ
ン
ト
(
八
一
三
六
件
)
が
団
交
拒

否
の
事
案
で
あ
る
。

(
日
)
団
交
「
権
」
は
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
仕
方
が
特
殊
な
の
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
い
る
。

(

M

)

り
R
o
r
n
-
∞
o
r
h
w
]
O宮
、
H
J
u
s
-
O
V
E
t
o円
g
E
Z
〉
S
E
n
g
n
O
B
5
5
5・
(
5
8
3・
M
S
I
N
E
-

は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

団
交
の
特
長
と
し
て
、
①
交
渉
単
位
の
分
散
化
、
②
排
他
的
交
渉
代
表
制
、
③
労
働
協
約
に
よ
る
実
質
的
な
労
働
条
件
の
決
定
、
④
交
渉
戦
術
・
手
続

を
規
制
す
る
法
の
存
在
、
を
あ
げ
て
い
る
。
団
交
制
度
の
実
態
と
法
規
制
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
ロ
R
o
r
。・回
OF--河
mEAE-o口
明
。
ロ
昨
Z
0
2・

C
ロ
nHZO
〈

U
E
5
2
2
0同
〉
B
o
s
g
r与
OH
「白
da---
訟

Z
R
4・
HA-MN-HU定
(
回
申
立
)
参
照
。
同
論
文
の
邦
訳
(
国
武
輝
久
訳
)
は
、
法
政
理

論
七
巻
三
号
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
時
の
団
交
制
度
の
実
態
に
つ
い
て
は
り
0
2師
同
司
=
ロ
g
g
除

「

同

Ngι

吋

Z
3・
2

の
c--on-

巴
〈
和
∞
R
m巳ロ
E
m
U
0
4
0目。官民
H
g
F
Z
(玄
-
U
2
r
R
h
w
切
〈
Oロロ
m-
円、担『
OH
回出向山

Z
φ
d
d
u
g
-〉
参
照
。

(
日
以
)
こ
の
点
に
つ
き
注
目
す
べ
き
最
近
の
研
究
と
し
て
、

τロ
g
の
2
5
8・
g
S宮
ロ
切
の
o
z
g
H閃
伶
』
o
g
B
∞
-
Z
R
S
E相

C
E
Dロ
宮
古
門
0・

自
己
主
芯
口
"
円
、
担
当
。
ロ
仏
閉
Nos-
昨吋・
(

H

由
叶
由
)
が
あ
る
。

(
叫
山
〉
た
と
え
ば
、
開
己
申
白
ロ

ω己ぐ骨
g
g
p
p
E
C巳
Dロ
U
2
2
F
Oロ曲

Oロ
の
o
-
Z
2
Z
O
切
回
円
開
田
区
区
聞
の
o巳
師
"
〉
句
同
DHUO田
丘
町
D『
目
白
芯
『
白
血
件
。
同
OE司
可
胆
円
件
付
γ

ぢ
巳
-oロ¥・

3
7向
-nr・
F
-
M
N
-
E∞印(回申吋也)・

ハ
ロ
)
あ
る
論
者
は
、
「
交
渉
代
表
を
選
出
す
る
の
に
多
数
決
原
理
を
使
わ
な
い
団
交
モ
デ
ル
の
基
礎
は
、
す
べ
て
の
従
業
員
が
も
し
必
要
な
ら
ば
自
ら
の

代
表
を
選
出
し
う
る
と
の
原
則
で
あ
ろ
う
。
も
し
実
際
に
自
ら
が
選
出
し
た
の
で
な
け
れ
ば
だ
れ
も
労
働
組
合
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
第

二
に
、
使
用
者
は
、
従
業
員
が
選
ん
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
交
渉
代
表
と
誠
実
交
渉
を
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。
第
三
に
、
組
合
は
、
連
合
も
し
く
は

共
同
交
渉
合
S
E
Z口
O門
口
恒
三
和
-
r
R∞曲目ロ
g
m
)
を
な
し
え
、
使
用
者
は
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
の
g
a
n
w
g仲NE--ay白丘
a
p
q
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説

河
口
-
0・
開

Hn-zg話
回
Nσ
唱

5
8ロ
s
t
o
p
国

E
H
F
O
Hロ
仲
間
司
仲
田
神
田
。
ご
出
品
目

4
日仏

E-
者
。
司
自
内
四
円
回
一

ω
F
O
E
-
ι

開

M
n
E回目

i
q
『

白

〉

ro--∞
r
E
マ
・

H
N
ω
d
巳・

0
同
市
田

-
r
-
m
-
C
S
3
M】
也

5
・
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
団
交
権
モ
デ
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

5合

一
章

全
国
産
業
復
興
法

(
N
I
R
A
)
七
条
例
ま
で
の
経
緯

交
渉
単
位
内
の
従
業
員
の
過
半
数
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
交
渉
代
表
と
の
団
交
を
正
当
な
理
由
な
く
拒
否
す
る
こ
と
を
独
自
の
不
当
労
働
行

為
類
型
と
し
て
明
確
に
定
め
た
の
は
、
ワ
グ
ナ
I
法
が
最
初
で
あ
る
。
以
後
、

「
団
交
権
」
が
独
自
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
団
交
「
権
」
保
障
の
動
き
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
鉄
道
労
働
法
及
び

N
I
R
A
七

条
例
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
団
交
権
理
論
は
、
ワ
ク
ナ
l
法
に
直
接
か
つ
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
本
意
で
は
、
ワ
グ
ナ
l
法
成
立
直

前
ま
で
の
経
緯
を
概
観
し
、
そ
れ
が
ワ
グ
ナ
i
法
の
規
定
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
を
検
討
す
る
V

節

団
交
権
保
障
の
先
駆
的
経
験

(
2〉

ビ
ジ
ネ
ス
・
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
を
そ
の
特
徴
と
す
る
ア
メ
リ
カ
型
労
働
運
動
の
確
立
は
一
八
八

0
年
代
と
い
わ
れ
、
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら

労
使
間
で
「
自
由
な
」
団
交
が
な
さ
れ
て
い
た
産
業
分
野
も
存
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
使
用
者
の
多
く
は
、
き
わ
め
て
反
組
合
的
で
あ

り
、
そ
れ
以
降
も
組
合
承
認
や
団
交
要
求
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
紛
争
が
生
じ
て
い
た
。
団
交
権
保
障
の
萌
芽
と
な
る
芳
え
は
、
こ
れ
ら
の
紛

争
を
調
査
す
る
以
下
の
諸
政
府
委
員
会
の
報
告
書
に
ま
ず
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
皮
肉
に
も
交
渉
さ
え
し
な
い
と
い
う
反
組
合
的
態
度
の
強
固

さ
が
、

「
団
交
権
」
と
い
う
独
自
の
発
想
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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一
八
九
四
年
(
年
次
は
報
告
書
作
成
時
)
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
(
己
・

ω・
2円
Frnos-

一
九

O
二
年
産
業
委
員
会
(
円
ロ
含
由
主
と
の
O
B
E
E
F
Oロ
〉
、
一
九

O
二
年
無
煙
炭
坑
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
(
〉
三
宮

2
5
の
。
巳

E
1
r刊
の

0
5呂
田
包
Oロ
〉
、
一
九
二
ハ
年
労
使
関
係
委
員
会
(
の

0
5
5
-
3
2
8
H
E
5昨
日
こ
在
住
3
4、
一
九
二
二
年
石
炭
委
員
会

(
C・

ω・
。
。
色
。
。
5
5
2
3る
で
あ
お
w

そ
れ
ら
の
委
員
会
の
報
告
書
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
を
争
議
の
主
要
な
原
因
と

み
な
し
、
争
議
の
平
和
的
解
決
の
た
め
に
使
用
者
は
組
合
の
存
立
を
認
め
反
組
合
的
行
為
を
中
止
す
ぺ
ぎ
、
と
提
言
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
団
交
権
保
障
と
の
関
連
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
提
言
は
、
一
九
一
六
年
労
使
関
係
委
員
会
の
少
数
意
見
報
告
書

(
E・

5
号
1
8
2。
で
あ
る
。
同
報
告
書
は
、
使
用
者
の
組
合
承
認
拒
否
が
産
業
不
安
の
原
因
で
あ
る
と
み
な
し
、
以
下
の
行
為
を
不
公
正
な
取

引
行
為
(
己
正
也
『
可
血
合
同
)
包
丘
一

2
)
と
し
て
禁
止
す
ぺ
し
、
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
一
は
、
従
業
員
が
組
合
員
に
な
る
こ
と
を
認
め
な
い

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
承
認
を
受
け
た
被
用
者
代
表

(
g
P
2
w止
B
Y
g
g
g神戸
4
8
丘
伺
目
立
。
M32)
と
の
会
談
を
拒
否
す
る
こ
と

で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
政
府
委
員
会
の
中
で
著
名
な
も
の
は
、

白山田回目。ロ)、

「
交
渉
拒
否
」
が
禁
止
さ
れ
る
べ
ぎ
独
立
の
行
為
類
型
と
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

以
上
の
提
言
が
実
行
に
う
つ
さ
れ
る
の
は
、
偶
然
に
も
そ
の
直
後
の
第
一
次
大
戦
時
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
当
時
の
連
邦
政
府
は
、
効
果

的
な
戦
争
遂
行
の
観
点
か
ら
、
争
議
の
防
止
お
よ
び
そ
の
迅
速
な
解
決
の
た
め
に
全
国
戦
時
労
働
局

(
Z白
円

FOE-
当
常
F
与
2

∞S
E
)

誠実団交義務法理の形成

を
設
置
し
て
い
た
。
こ
の

N
W
L
B
は
、
労
使
勢
力
の
現
状
維
持
、
労
使
双
方
の
権
利
義
務
の
明
確
化
お
よ
び
紛
争
の
調
整
に
努
め
た
。

そ
の
際
、

N
W
L
B
は
、
事
件
処
理
の
方
針
と
し
て
「
労
働
者
の
有
す
る
、
労
働
組
合
を
組
織
し
、
選
出
さ
れ
た
代
表
者
を
通
し
て
団
交

を
な
す
権
利
は
承
認
さ
れ
る
。
こ
の
権
利
は
、
使
用
者
に
よ
り
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
、
奪
わ
れ
、
干
渉
さ
れ
て
は
な
ら

(

6

)

(

7

V

 

な
い
」
と
の
立
場
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
団
交
権
が
独
自
の
「
権
利
」
と
し
て
保
障
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ワ
グ

ハ
8
)

ナ
l
法
上
の
団
交
権
保
障
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
次
の
二
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
、

N
W
L
B
の
権
限
は
あ
く
ま
で
調
整
的

な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
団
交
「
権
」
と
い
っ
て
も
法
的
に
強
制
し
う
る
「
権
利
」
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
第
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説

ニ
に
、
当
時
は
戦
時
中
な
の
で
必
ず
し
も
自
由
な
団
交
は
な
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
も
決
定
的
な
相
違
と
い
え
よ
う
。
と
は
い

え
、
労
使
紛
争
の
予
防
・
回
避
の
観
点
か
ら
、
国
家
が
団
交
過
程
に
ま
で
直
接
関
与
す
る
先
例
と
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
こ
の

N
W
L
B

の
経
験
は
、
団
交
権
法
理
の
形
成
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

論

(
1
〉
ワ
グ
ナ
l
法
成
立
ま
で
の
連
邦
労
使
関
係
法
の
形
成
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
不
当
労
働
行
為
制
度
』
の
形
成
」
北
大
法
学

論
集
二
四
巻
二
・
三
号
参
照
。

(

2

)

津
回
真
激
『
ア
メ
リ
カ
労
働
運
動
史
』
(
一
九
七
二
年
)
八
四
頁
。

(

3

)

報
告
書
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

(U白
-
4
0
3
Z曲
賞
昆
o
p
z〉
出
白
ほ
の
B
H
E弓

0同
Tw四回一日目ロ
P
M
g
n開
口
吉
田

H
r
o
U
0
4巳
OH】
g
o
E
え
の
O「

-
o
a
s
四回叫何回宮山田ぬ・也

m
D
E
R
4・
r
m
-
O
S
3
問者・

HO芯
1

∞
・
参
照
。

ハ
4
)
E
H
-
s
m
o
g
-
叶
官
。
0
4
2ロ
g
oロ
件
担
個
師
∞
Oロ
『
口
冊
。
ご
」
出
向
。
ロ

HUC唱和司・

0
8
3
B
-
∞
|
由
・
同
書
は
、
誠
実
団
交
義
務
の
形
成
史
を
詳
細
に
展

閲
し
て
い
る
。

(

5

)

興
味
深
い
こ
と
に
多
数
意
見
報
告
書
は
、
団
交
権
の
保
障
は
結
局
「
強
制
仲
裁
」
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
。

(

6

V

町
三
ロ
阿
国
R
S
E
P
2
0唱
。
白
色
。
。
』
]
骨
三
守
作
出
回
同
何
回
目
白
E
m
p
u
-
5ア

(H喧
問
。
)
同
己
申
・
な
お
、
使
用
者
の
団
交
「
権
」
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。

(

7

)

団
交
権
が
団
結
権
と
分
離
さ
れ
て
独
自
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
た
意
義
に
つ
い
て
は
、
片
岡
田
井
「
不
当
労
働
行
為
論
序
説
付
」
法
学
論
叢
六
八
巻

三
号
(
一
九
六

O
年
)
五
二

l
四
頁
参
照
。

(
8
〉
河
口
話
相
】
〉
・
∞
ヨ
忘
f

R
吋}回目開
4
0
z
p
u
p
o同
F
o
d
E
H
U『

S
回
目
円
開
札
口
咽
。
。
ロ
8
3
5
〉
B
2
w
gーピヨ
-sg
富山口町・円、
.m-(HSH)
目当
-HCS

ー

1
叶
0
・

ニ
節

鉄
道
労
働
法
制

連
邦
労
働
政
策
の
形
成
史
上
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
一
連
の
鉄
道
労
働
法
制
の
展
開
で
払
砧
。

一
八
八
八
年
鉄
道
仲
裁
法

北法31(3-4・II'180) 1566 



(
刃
包

-B白
色
〉
号

x
g
t
oロ
〉
円
。
、

一
八
九
八
年
エ
ル
ド
マ
ン
(
開

E
B
S
)
法、

一
九
一
三
年
ニ
ュ

l
ラ
ン
ズ

(
Z問
看
ダ
ロ
円
山
田
)
法
の
初
期

立
法
は
、
主
に
労
使
紛
争
の
調
査
お
よ
び
調
整
機
関
の
設
置
や
権
限
に
つ
き
定
め
て
い
た
。
紛
争
の
調
整
と
い
う
の
が
そ
の
後
私
鉄
道
折
働

法
制
の
基
本
的
な
規
制
目
的
と
な
り
、
団
交
権
も
か
よ
う
な
観
点
か
ら
保
障
さ
れ
る
に
い
た
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
第
一
次
大
戦
後
、
鉄
道
の
民
間
経
営
移
行
に
と
も
な
っ
て
制
定
さ
れ
た
一
九
二

O
年
輸
送
法
(
ベ

5
5
3三
塁
。
ロ
〉
♀
)

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
同
法
は
、
紛
争
調
整
機
関
た
る
鉄
道
労
働
調
整
局

(
F
E
B注
目
S
E
丘
「
与
2
〉
&
C
2
5
8
H〉
お
よ
び
鉄
道
労

働
局

(MPEB包
「
仰
げ
O
円
切

S
E〉
の
設
置
に
つ
き
定
め
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
コ
一

O
一
条
に
お
い
て
「
労
使
紛
争
に
よ
っ
て
鉄
道
運
行

が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
な
努
力
を
し
、
か
っ
、
可
能
な
す
べ
て
の
手
段
を
用
い
る
」
こ
と
を
労
使
の
義
務
と
し
て
い
る
。

同
時
に
、
ま
ず
労
使
の
各
代
表
に
よ
る
「
協
議

(
g
E
2
8
8ど
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
紛
争
を
処
理
す
べ
ぎ
、
と
も
定
め
て
い
る
。
こ
こ
に

明
文
の
規
定
に
よ
っ
て
(
労
)
使
の
協
議
義
務
が
宣
言
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

誠実団交義務法理の形成

ハ
2
〉

(
3〉

ま
た
、
こ
れ
を
う
け
て
、

R
L
B
は
、
三

O
一
条
の
解
釈
を
通
じ
て
、
多
数
決
原
理
や
労
働
条
件
変
更
前
の
団
交
義
務
等
に
つ
き
裁
定
を

ハ
4
〉

な
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
裁
定
を
法
的
に
強
制
す
る
権
限
ま
で
は
認
め
ら
れ
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
団
交
「
権
」
が

保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
問
題
と
な
っ
た
三

O
一
条
の
立
法
趣
旨
も
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
は
な
い
、

ハ
5
)

と
い
わ
れ
る
。

団
交
義
務
が
よ
り
明
確
に
定
め
ら
れ
た
の
は
一
九
二
六
年
鉄
道
労
働
法
(
河
川
正
当

arwroH
〉
♀
)
に
お
い
て
で
あ
る
。
同
法
二
条

ω

は
、
労
使
双
方
は
、
通
商
の
限
害
事
態
を
回
避
す
る
よ
う
「
賃
金
率
、
諸
規
則
、
労
働
条
件
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
、
維
持
す
る
会
O

B
島
問
胆
口
門
回
目
白
E
S
E
白
m
R
m
B町
三
る
た
め
、
お
よ
び
協
約
の
適
用
や
他
の
原
因
に
由
来
す
る
す
べ
て
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ

る
合
理
的
努
力
を
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
、
ま
た
、
二
条

ωは
、
労
使
聞
の
あ
ら
ゆ
る
紛
争
は
、
労
使
の
代
表
の
聞
の
「
協
議

(ng-

向。

5
5
m
)
に
よ
っ
て
話
し
合
わ
れ
、
も
し
可
能
な
ら
ば
で
き
る
だ
け
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
た
。
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説

同
法
は
、
同
時
に
こ
の
自
主
的
紛
争
解
決
を
促
進
す
る
た
め
に
紛
争
調
整
機
関
(
〉
丘

E
C
5
E
∞S叫
P
Z
E
E
-
s
∞O
恒
三
)
を
設
置
し

た
。
さ
ら
に
、
二
条
仰
に
お
い
て
、
団
交
代
表
者
の
選
出
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
対
す
る
干
渉
、
強
制
行
為
を
禁
止
す
る
に

~A 
由日

い
た
っ
た
。
こ
こ
に
鉄
道
労
働
法
制
は
、
そ
の
全
体
的
仕
組
の
完
成
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
そ
の
政
策
実
施
の
あ
り
方
で
あ
る
。
同
法
は
、
こ
の
点
に
つ
き
独
自
の
救
済
機
関
を
設
置
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
法
上
の

「
権
利
」
の
実
現
は
、
裁
判
所
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
当
時
の
裁
判
所
は
、
団
結
権
保
障
立
法
に
対
し
極
め
て
批
判
的
で
あ
っ
た
の

で
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
ロ

g
p
m
F
0
0仏
O
『

F
E
d
g吋

g円四
g
g目的
v
f
Q巾長田
4
・
寸
良
印
自
円
四

(

7

)

 

Z
2
4
0
ユ
gロ印刷
N
S
-
B
邑
一
円
0
・
事
件
に
お
い
て
、

「
団
交
代
表
者
選
出
の
権
利
」
は
差
止
命
令
の
保
護
法
益
に
な
る
と
明
確
に
判
示
し

た
。
も
っ
と
も
、
本
件
は
、
不
当
解
雇
、
会
社
組
合
の
事
案
で
あ
り
、
団
交
拒
否
が
争
点
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
三
四
年
に
鉄
道
労
働
法
は
大
幅
に
修
正
さ
れ
、
使
用
者
に
よ
る
会
社
組
合
の
結
成
・
援
助
お
よ
び
黄
犬
契
約
が
禁
止
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
改
正
法
は
、
故
意
に
反
組
合
的
行
為
を
な
し
た
者
に
対
し
刑
事
罰
を
科
す
と
定
め
た
。
厳
し
い
規
制
手
段
を

採
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
刑
事
規
制
は
、
①
「
故
意
に
規
定
に
従
わ
な
い
」
と
の
構
成
要
件
事
実
の
立
証
が
困
難
で

あ
る
、
②
陪
審
員
の
多
く
は
、
い
か
な
る
行
為
が
反
組
合
的
行
為
に
該
当
す
る
か
、
を
認
定
す
る
知
識
、
経
験
を
有
せ
ず
、
ま
た
、
当
該
行

為
が
刑
事
制
裁
の
対
象
に
な
る
と
陪
審
員
に
説
得
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
、
③
刑
事
制
裁
は
、
反
組
合
的
行
為
に
よ
っ
て
不
利
益
を
う
け
た

組
合
お
よ
び
組
合
員
に
と
っ
て
真
の
救
済
と
は
な
ら
な
い
、
と
の
理
由
で
必
ず
し
も
効
果
的
で
は
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
抗
ド

と
こ
ろ
で
、
団
交
拒
否
の
民
事
救
済
が
直
接
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
同
改
正
法
二
条
悌
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
テ
i
マ
は
、

の
処
理
に
と
っ
て
も
大
い
に
興
味
深
い
の
で
本
件
に
つ
い
て
は
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。

日
本
法

事
案
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω
ヨ丹市
B
明
色
叩

g
c
oロ
Z
0・
ち
は
、
パ
ー
ジ
ニ
ア
鉄
道
会
社
の
シ
ョ
ッ
プ
・
ク
ラ
フ
ト
従
業
員

の
交
渉
代
表
と
し
て
全
国
調
停
局

(ZmwHFOE-Z包
釘
包

Oロ
切
O
R
e
に
よ
り
認
証
さ
れ
た
の
で
会
社
に
団
交
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
会

北法31(3-4・立・182)1568



社
は
団
交
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
組
合
は
、
会
社
の
行
為
は
鉄
道
労
働
法
二
条
同
(
鉄
道
会
社
は
、
本
法
の
目
的
の
た
め
に
ク
ラ
フ
ト
も

し
く
は
ク
ラ
ス
の
代
表
者
と
し
て

N
M
B
に
よ
り
認
証
さ
れ
た
者
と
交
渉
公
月
三
三
吾
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
に
違
反
す
る
と
し
て
連

邦
地
裁
に
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
救
済
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
地
裁
は
、
使
用
者
の
行
為
は
二
条
仰
に
違
反
す
る
と
し
て
以
下
の
行
為
を
命
じ
た
。
①
組
合
と
交
渉
し
、
賃
金
率
・

諸
規
則
・
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
の
締
結
お
よ
び
維
持
の
た
め
に
、
ま
た
協
約
の
適
用
や
他
の
原
因
に
由
来
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め

に
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
努
力
を
せ
よ
、
②
原
告
以
外
の
組
合
と
は
協
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
、
③
従
業
員
に
よ
る
代
表
者
選
出
に
干
渉
し

て
は
な
ら
な
い
。

第
四
控
訴
裁
判
所
も
地
裁
の
立
場
を
支
持
し
た
。
最
高
裁
で
は
、
二
条
仰
の
法
的
強
制
カ
の
有
無
と
と
も
に
州
際
通
商
の
問
題
が
争
点
と

な
っ
た
。
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
だ
け
と
り
あ
げ
た
い
。

ま
ず
、
鉄
道
労
働
法
上
の
権
利
に
つ
き
、
被
用
者
に
は
団
結
し
、
自
ら
選
ん
だ
排
他
的
代
表
者
を
通
じ
て
団
交
を
す
る
権
利
が
あ
る
の

で
、
使
用
者
は
、
「
真
の
代
表
者
と
の
み
交
渉
す
べ
き
積
極
的
な
義
務
が
あ
り
、
他
の
者
と
交
渉
し
な
い
消
極
的
な
義
務
が
あ
必
口
と
判
一
不

エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
救
済
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
主
張
ハ
①
交
渉
ハ
ロ
m
m
o
巴
阻
ま
る
と
い
う
の
は
願
望
や
精
神
的
態

し
た
。
次
に
、

誠実団交義務法理の形成

度
に
関
連
す
る
の
で
本
来
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
適
さ
な
い
、
②
エ
ク
イ
テ
ィ
は
、
合
意
の
強
制
を
な
し
え
な
い
の
で
そ
の
た
め
の
準
備

活
動
を
も
強
制
で
き
な
い
)
に
反
駁
し
て
以
下
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
「
裁
判
所
に
は
、
す
べ
て
の
義
務
の
完
全
な
履
行
を
強
制
し
う
る
権
限

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
原
告
以
外
の
従
業
員
代
表
と
交
渉
し
な
い
消
極
的
義
務
で
あ
り
、
ま
た
、
原
告
と
交
渉
す
る
積
極
的

義
務
で
あ
る
。
判
決
で
命
じ
ら
れ
て
い
る
両
方
の
義
務
の
完
全
な
履
行
は
、
そ
の
要
件
が
不
明
確
で
あ
る
と
の
理
由
で
な
さ
れ
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
さ
ら
に
、
労
使
双
方
を
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
着
席
さ
せ
る
こ
と
は
、
本
法
の
目
的
た
る
産
業
平
和
の
達
成
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ

(ロ〉

(uv

る
」
と
。
こ
こ
に
、
団
交
「
権
」
が
法
的
に
強
制
し
う
る
権
利
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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説

以
上
、
団
交
権
保
障
を
め
ぐ
る
鉄
道
労
働
法
制
の
歴
史
を
概
観
し
た
わ
け
だ
が
、
最
後
に
そ
こ
に
お
け
る
団
交
権
保
障
の
特
徴
を
要
約
し

て
お
き
た
い
。

~l.込
員四

第
一
に
、
団
交
権
は
、
州
際
通
商
の
自
由
な
流
れ
を
阻
害
す
る
労
使
紛
争
を
回
避
す
る
目
的
で
、
紛
争
調
整
機
関
の
設
置
と
タ
イ
ア
ッ
プ

(HH) 

し
て
保
障
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
前
提
に
は
、
使
用
者
の
団
交
拒
否
が
労
使
紛
争
ひ
い
て
は
ス
ト
ラ
イ
キ
の
有
力
原
因
で
あ
る
と
の
認

識
が
存
在
し
て
い
た
。

第
二
に
、
団
交
権
保
障
、
つ
ま
り
、
交
渉
の
促
進
に
よ
る
紛
争
回
避
と
の
要
請
は
、
労
(
使
〉
の
「
団
交
代
表
者
選
出
の
自
由
」
と
の
観

念
を
形
成
せ
し
め
た
。
不
当
解
雇
や
支
配
介
入
等
の
不
当
労
働
行
為
は
、
こ
の
「
自
由
」
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
に
い
た
る
。
団

交
権
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
団
結
権
と
の
発
想
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
団
交
代
表
者
選
出
の
自
由
」
が
排
他
的
交
渉
代
表

制
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
日
)

第
三
に
、
独
自
の
救
済
機
関
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
結
局
裁
判
所
が
団
交
「
権
」
の
保
障
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
鉄
道

労
働
法
の
顕
著
な
特
徴
が
み
い
出
せ
る
。
も
っ
と
も
、
鉄
道
産
業
に
お
い
て
は
団
交
制
度
が
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
種
の
紛
争
が

裁
判
所
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
第
一
、
第
二
の
特
徴
は
、

理
論
の
基
礎
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

ワ
グ
ナ
i
法
上
の
団
交
権
保
障
の
仕
方
に
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
ア
メ
リ
カ
労
働
法

〈

1
)
鉄
道
労
働
法
の
歴
史
お
よ
び
そ
の
直
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
。
宮
『
-
g
g・
同

N
o
r
S
E
E
-
-
叶

r
o
p
t
-当
喜
一
円
州
島
口
『
〉
nH
見
出
町
許
可

。
申
立
)
参
照
。

(
2
)
多
数
決
原
理
は
二
八
九
O
年
か
ら
一
九
二
五
年
に
か
け
て
鉄
道
産
業
の
団
交
の
経
験
か
ら
確
立
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
目
q
r
R
H
ω
n
r
a
z
p

2

↓r
o
O
ユ∞
E
D聞
各
。

ζ
2
0
2
q
m
E
-
o
g
ι

神宮

ω
F
H
E
r
g
o
o
c曲

U
2
0
-
D同
u
g
g
H
D向
日
ロ
丘
町
三
古
田
町
仲

C
H
U
8
5
2
H
F
O
Y
A
5
2
X可
・
〉
門

U
F
8
Z円
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説

節

N
I
R
A
 
七
条
例

論

団
交
「
権
」
と
の
発
想
は
、
一
九
二

0
年
代
ま
で
に
鉄
道
労
働
法
の
運
営
を
通
じ
て
す
で
に
確
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
内

容
は
必
ず
し
も
あ
ぎ
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
明
確
に
な
る
の
は
、

N
I
R
A
七
条
例
の
解
釈
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
七
条
例
の

運
営
は
、
ワ
グ
ナ
!
法
上
の
団
交
権
保
障
条
項
の
制
定
お
よ
び
実
施
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
に
い
た
る
。

N
I
R
A
は、

「
企
業
の
自
己
規
制
、
過
剰
生
産
の
削
減
、
賃
金
の
引
上
げ
、
労

ニュ

l
デ
ィ

l
ル
期
の
最
も
代
表
的
な
立
法
で
あ
り
、

働
時
間
の
短
縮
、
物
価
騰
貴
な
ど
の
導
入
」

rよ
る
産
業
復
興
を
目
的
と
し
、
二
年
間
の
時
限
立
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
労
使
関
係
政
策

と
し
て
は
、
各
産
業
毎
の
公
正
競
争
規
約

(
g号
丘
町
同
月

nos-umE5ロ
)
の
中
に
七
条
例
の
労
働
条
項
が
挿
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
組
合
の
交
渉
力
の
強
化
を
は
か
り
、
賃
上
げ
を
実
現
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
大
衆
購
買
力
の
増
強
に
よ
っ
て
不
況
を
克

服
す
る
こ
と
を
め
ぎ
し
た
と
い
わ
れ
る
。「
本
章
の
下
で
承
認
さ
れ
、
規
定
さ
れ
、
発
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
公
正
競
争
規
約
、
協
定
、
免
許
は
次

被
用
者
は
団
結
し
、
自
ら
選
出
し
た
代
表
者
を
通
じ
て
団
交
を
す
る
権
利

(
1
m
E
Z
2哲
巳
N

白
血
ロ
仏

宮
謁
色
白

nO】
}mnHFsq
三
岳
同
名
沼
田
g
H
a
z
m
o
h
岳
包
円
。
4gnroom-ロ
ぬ
)
を
有
し
、
か
っ
、
団
交
、
そ
の
他
の
相
互
扶
助
も
し
く
は
保

と
こ
ろ
で
、
七
条
例
の
規
定
は
、

の
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

ω

護
を
目
的
と
す
る
代
表
者
の
選
出
、
自
主
的
団
結
〈
由
巳
向
。
門
官
E
g
z
oロ
)
、
そ
の
他
の
団
体
行
動
公

g
n
m
ユE
2
5
E
B
)
に
お
い
て
、

使
用
者
も
し
く
は
そ
の
代
理
人
に
よ
る
子
、
渉
、
制
約
、
強
制
か
ら
自
由
で
あ
る
も
の
と
す
る
。
ω
m
w
(
略
と
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
団
結
棒
、
団
交
権
の
保
障
が
あ
ら
ゆ
る
産
業
分
野
に
お
け
る
連
邦
労
働
政
策
の
基
調
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当

〈

4
)

該
条
項
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、
団
交
権
保
障
の
理
由
や
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

北法31(3-4・II-186) 1572 



ヲ
引
も
ま
た
、
条
文
の
文
言
も
極
め
て
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
七
条
例
に
つ
い
て
は
多
様
な
解
釈
の
余
地
が
残
さ
れ
情
具
体
的
に
は
、

団
交
義
務
の
あ
り
方
、
多
数
決
原
理

(
Bと
0
1
4
2
F
)
の
是
非
、
会
社
組
合
規
制
の
あ
り
方
等
が
争
点
と
な
っ
た
。

で
は
、
そ
れ
ら
に
つ
き
い
か
な
る
判
断
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
七
条
例
成
立
か
ら
の
一
連
の
経
緯
に
そ
っ
て
検
討
し
て
い
き

，.、
o

J
J
し
vま
ず
、
七
条
例
の
実
施
に
つ
き
最
初
に
直
面
し
た
問
題
は
そ
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
条
は
こ
の
点
に
つ
き
な
ん
ら
の
定
め
を

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
大
統
領
は
、

一
九
三
三
年
八
月
に
公
益
委
員
三
名
、
労
使
委
員
各
二
名
か
ら
成
る

N
L
B
(
Z阻
止

O
B
-
r与
2

∞0
2
e
を
設
置
し
た
。
こ
の

N
L
B
の
権
限
は
、
大
統
領
再
雇
用
協
定
(
河
2
5立
ou『
g
m
E
〉
ぬ
円

8
5
2仲
)
お
よ
び
公
正
競
争
規
約
の
解

釈
適
用
か
ら
生
ず
る
紛
争
の
調
整
と
そ
の
平
和
的
解
決
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
紛
争
「
調
整
」
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
わ
け

(
7〉

で
あ
る
。
こ
の
点
は
二
九
三
四
年
六
月
に
設
置
さ
れ
た

N
L
R
B
(
Z巳
S
E
-
F白
σ
2
m
m戸
伊
丹

5
5
切
。
日
仏
)
も
同
様
で
あ
っ
た
。
と
は
い

え
、
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
七
条
例
上
の
団
交
「
権
」
の
あ
り
方
に
つ
き
注
目
す
べ
き
数
多
く
の
裁
定
を
な
し
た
。
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
団

交
権
〈
義
務
)
の
具
体
的
内
容
と
多
数
決
原
理
に
関
す
る
も
の
が
重
要
で
あ
る
。

誠実団交義務法理の形成

団
交
義
務
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
所
謂
「
誠
実
団
交
義
務
」
と
し
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
団
交
義
務
と
は
、

(
8
)
 

を
な
そ
う
と
す
る
真
撃
な
意
図
で
行
う
交
渉
宮
市
m
o
t
E
S∞
舌
長
田
町
F
H
H
2
5
5同町三一
oロ
吉
田
明
2
)」
と
か
、
「
合
意
に
達
し
よ
う

(
9〉

と
し
て
積
極
的
に
誠
実
に
交
渉
す
る

(
5
m♀
仲
間
同
四
回

2
2
0】可

5
m
o
o仏
同
色
吾
)
」
義
務
と
裁
定
さ
れ
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、

団
交
義
務
の
内
容

(
そ
の
一
)

「
ム
ロ
品
目
品

「
制
定
法
上

の
団
交
は
二
重
の
義
務
を
含
む
。
そ
れ
は
、

ス
ト
を
す
る
前
に
使
用
者
に
苦
情
や
要
求
を
提
出
す
る
被
用
者
側
の
義
務
と
被
用
者
代
表
と
対

立
点
に
つ
き
話
し
合
い
、
す
べ
て
の
紛
争
事
項
に
つ
き
、
合
意
に
達
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
努
力
を
す
る
(
日
目
ユ

m
5
4
5
2
0
E
E
O
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説

(
凶
)

丘町
O

ユ件。
5
2げ

g
白雪
2
5
8
C
使
用
者
側
の
義
務
で
あ
る
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

5命

「
協
約
締
結
」
に
む
け
て
「
合
理
的
努
力
を
な
す
」
と
い
う
誠
実
団
交
義
務
の
基
本
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
こ
こ
に
確
立
し
た
わ
け
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
か
よ
う
な
裁
定
を
な
し
た

N
L
B
に
は
実
質
的
に
紛
争
「
調
整
」
権
限
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

つ
ま
り
、
当
該
裁
定
は
、
あ
く
ま
で
も
教
育
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
側
も
そ
の
内
容
に
つ
き
あ
ま
り

:
、
。

ナ
ん
、
L
V

不
満
を
表
明
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
本
格
的
な
論
争
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
所
以
と
思
わ
れ
る
。

(ニ)

多
数
決
原
理

む
し
ろ
論
争
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
多
数
決
原
理
と
比
例
代
表
制
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
七
条
例
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
明
確
に
定

一
方
、
一
九
三
四
年
二
月
一
日
の
行
政
命
令

(
a
R
E
Z
m
o丘
四
円
)
六
五
八

O
号
は
、

め
て
い
な
か
っ
た
。

「
N
L
B
は
、
被
用
者
の
過
半

数
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
代
表
者
の
氏
名
を
即
座
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
代
表
者
は
、
団
交
、
相
互
扶
助
お
よ
び
使
用
者
と
の
関
係
に

お
け
る
保
護
に
つ
き
、
選
挙
資
格
を
も
っ
す
べ
て
の
被
用
者
を
代
表
す
る
」
と
定
め
、
多
数
決
原
理
に
基
づ
く
排
他
的
交
渉
代
表
制
を
明
確

に
採
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
該
命
令
は
必
ず
し
も
重
視
さ
れ
ず
、
以
後
、
会
社
組
合
規
制
の
あ
り
方
と
も
関
連
し
て
激
し
い
論
争
、
と

〈
日
)

り
わ
け
政
府
部
内
で
の
そ
れ
が
展
開
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
二
月
四
日
に
は
、
全
国
復
興
庁
(
Z白

HFOE--unos弓
〉
仏

g
E
a
s
t
o
S
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
長
官
お
よ
び
リ
ッ
チ
パ

i
ク
主
任

顧
問
が
「
七
条
例
は
、
被
用
者
の
団
結
し
、
団
交
を
す
る
権
利
を
認
め
て
い
る
。
か
よ
う
な
集
団
的
活
動
は
、
自
ら
が
適
当
と
思
う
方
法
で

団
結
し
、
代
表
者
を
選
出
し
た
多
数

(
B
&
o号
己
も
し
く
は
少
数

(
5
5
0号
ち
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
な
し
う
る
。
同
法
は
、
集
団
的
行

動
の
権
利
を
認
め
て
い
る
と
同
様
に
個
々
人
の
行
動
。
ロ
仏
宮
正

E
-
n
E
oる
に
つ
き
制
限
を
く
わ
え
て
い
な
い
」
と
の
戸
明
を
発
表
し
た
。

(uv 

ロ
l
ズ
グ
ェ
ル
ト
大
統
領
自
身
も
、
二
月
末
の
自
動
車
争
議
解
決
の
際
に
、
比
例
代
表
制
を
支
持
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
に
対

さ
ら
に
、

北法31(3-4・II.188)1574 



し、

N
L
B
は
、
宮
ヨ
号
、
吋
3
5
4
4ミ
の
0
・
事
刊
に
お
い
て
明
確
に
多
数
決
原
理
を
採
用
し
、
対
立
が
次
第
に
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

(
M
)
 

そ
の
後
、
六
月
に
は
公
共
決
議
第
四
四
号

(
U
Z
E
5
5
8
-丘一
oロ
Z
0・
主
)
に
よ
り
三
名
の
公
益
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る

N
L
R
B
が
設

置
さ
れ
、

N
L
B
は
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
同
決
議
は
、
当
時
の
議
会
の
意
図
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
が
、
上
述
の
論
点
に
つ
き
明

(

臼

〉

ハ

同

)

確
な
態
度
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
論
争
に
一
応
終
止
符
が
う
た
れ
た
の
は
、
八
月
に
出
さ
れ
た
Z
o豆
町
開
口

m
-
5
2
5ぬ
の
O
号
・
事
件
裁
定

に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

誠実団交義務法理の形成

本
件
は
、
少
数
派
グ
ル
ー
プ
と
の
団
交
の
是
非
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
使
用
者
は
、
多
数
決
原
理
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
、
そ
れ

が
実
質
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
を
目
的
と
し
、
さ
ら
に
個
々
の
従
業
員
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

(
凶
)

N
L
R
B
は
、
多
数
決
原
理
を
採
用
す
る
旨
明
言
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
三
点
を
あ
げ
た
。
第
一
に
議
会
の
意
図
に
合
致
す
る
。
す

な
わ
ち
、
一
九
三
四
年
に
な
さ
れ
た
鉄
道
労
働
法
の
修
正
お
よ
び
同
年
二
月
一
日
の
行
政
命
令
に
お
い
て
多
数
決
原
理
が
採
用
さ
れ
て
い

(
ぬ
)

る
。
第
二
に
、

N
W
L
B
や
鉄
道
労
働
法
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
労
使
慣
行
と
も
合
致
す
る
。
第
三
に
、
多
数
決
原
理
は
、
代
表
者
選
出
の

唯
一
の
公
正
か
つ
機
能
的
な
手
段
で
あ
る
。
交
渉
力
の
強
化
お
よ
び
責
任
の
明
確
化
の
た
め
に
は
単
一
の
交
渉
主
体
と
し
た
方
が
良
い
。

本
裁
定
に
つ
き
の
B
Z
は
、
「
N
L
R
B
は
、
多
数
決
原
理
に
対
す
る
批
判
は
団
交
自
体
に
対
す
る
反
対
ゆ
え
に
な
さ
れ
て
い
る
と
確

〈

mv

信
し
、
少
数
者
や
個
人
の
権
利
に
関
す
る
使
用
者
側
の
懸
念
は
組
合
主
義
と
団
交
を
妨
害
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
た
」
と
指

摘
し
て
い
る
。
団
交
が
効
果
的
に
な
さ
れ
る
た
め
に
は
「
唯
一
」
の
交
渉
代
表
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
「
単
位
内
過
半
数
」

(
幻
〉

に
よ
る
選
択
と
い
う
の
が
最
も
理
論
的
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
交
渉
力
の
強
化
と
の
観
点
か
ら
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

(

n

)

 

七
条
例
の
運
営
を
通
じ
て
排
他
的
交
渉
代
表
制
は
ほ
ぼ
確
立
し
、
ワ
グ
ナ
l
法
九
条
例
に
お
い
て
そ
の
旨
明
言
さ
れ
る
に
い
た
る
。

.(三)

団
交
義
務
の
内
容

(
そ
の
二
〉

北法31(3-4・II.189)1575 



説

さ
て
、
団
交
義
務
の
具
体
的
内
容
に
関
す
る
論
議
に
も
ど
る
と
、

N
E
R
B
も
N
L
B
と
同
様
多
く
の
控
目
す
べ
き
裁
定
を
な
し
て
い

(
幻
)

る
。
そ
の
中
で
も
最
も
著
名
な
の
が
出
。
豆
町
何
回
向
一
宮
内
2
5
m
n
o召
・
事
件
裁
定
で
あ
り
、
誠
実
団
交
義
務
の
内
容
に
つ
き
以
下
の
よ
う
に

論

判
断
し
て
い
る
。
当
該
裁
定
は
、

ワ
グ
ナ
l
法
を
め
ぐ
る
論
議
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
被
用
者
の
団
交
権
は
、
被
用
者
代
表
と
交
渉
す
る
使
用
者
側
の
義
務
を
内
包
し
て
い
る
。
団
交
義
務
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
交
渉
権

筆
者
)
は
意
味
の
な
い
も
の
に
な
ろ
う
。
議
会
は
、
そ
の
権
利
を
無
意
味
な
も
の
に
す
る
意
図
を
有
し
な
か
っ
た
。

N
L
B
は一

連
の
裁
定
に
お
い
て
、
石
油
労
働
政
策
局
は
最
も
重
要
な
事
件
の
一
つ
に
お
い
て
、
制
定
法
上
使
用
者
は
次
の
義
務
を
負
う
と
い
う
ま
っ
た

(
傍
点

く
正
し
い
(
凹

0
5
e
原
則
を
確
立
し
た
。
そ
れ
は
、
被
用
者
代
表
と
誠
実
に
交
渉
す
る
こ
と
宮
市
側
2
5
5
5
m
O
O門戸

P
E
H
)、
彼
ら
の
提

も
し
そ
れ
が
受
諾
で
き
な
い
も
の
な
ら
ば
対
案
を
提
出
す
る
こ
と
、
合
意
に
達
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
努
力

で
あ
る
。
団
交
は
、
た
ん
に
目
的
に
対
す
る
手
段
で
あ
る
。
凡
口
か
仙
台
骨
か
を
除
で
あ
る
。
慣
行
的
に
、
合
意
は
、
賃
金
・

労
働
時
間
・
基
本
的
労
働
条
件
に
つ
き
な
さ
れ
、
特
定
の
期
間
継
続
す
る
。
当
該
合
意
の
目
的
は
、
労
使
双
方
の
利
益
の
た
め
に
あ
る
期
間

案
に
対
応
す
る
こ
と
、

を
す
る
こ
と
、

雇
用
条
件
を
安
定
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
。

以
上
の
基
礎
視
点
に
基
づ
き
、

N
L
B
お
よ
び

N
L
R
B
は
、
そ
の
一
連
の
裁
定
を
通
じ
て
団
交
義
務
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
具
体
化
し

ハ
川
副
)

て
い
っ
た
。

第
一
は
、
基
本
的
労
働
条
件
(
交
渉
事
項
)
に
つ
き
、
労
働
者
の
代
表
者
と
交
渉
す
る
義
務
で
あ
る
。
団
交
回
数
・
時
間
、
組
合
員
氏
名

開
示
の
必
要
性
、
団
交
代
表
者
の
資
格
(
従
業
員
資
格
の
必
要
性
)
等
が
具
体
的
争
点
と
な
っ
た
。
第
二
は
、
誠
実
に
交
渉
す
る
義
務
で
あ

る
。
協
約
締
結
に
む
け
て
合
理
的
努
力
を
し
た
か
が
問
題
と
な
り
、
交
渉
テ
ー
ブ
ル
に
お
け
る
交
渉
態
度
や
提
案
内
容
も
判
断
の
材
料
と
さ

れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
反
対
提
案
を
す
る
こ
と
の
な
い
全
面
拒
郡
山
交
渉
権
限
の
な
い
者
に
よ
る
交
情
協
約
の
書
面
化
色
鮮
守
が
不

誠
実
交
渉
と
裁
定
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
協
約
締
結
義
務
で
あ
る
。

z
o
E白
裁
定
に
も
あ
る
と
お
り
、
七
条
例
は
、
協
約
の
締
結
自
体
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を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
団
交
義
務
に
は
協
約
締
結
「
義
務
」
(
換
言
す
れ
ば
妥
協
「
義
務
」
)
を
も
含
む
と
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
顕
著
な

特
徴
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
章
を
し
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
鉄
道
労
働
法
お
よ
び
七
条
例
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
た
「
団
交
権
」
の
特
徴
を
要
約
し
て
お

き
た
い
。
ワ
グ
ナ
l
法
上
の
団
交
権
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
れ
ら
か
ら
直
接
か
つ
決
定
的
な
影
響
を
う
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
団
結
権
は
、
団
交
権
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
保
障
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
点
は
、
鉄
道
労
働
法
制
の
検
討
に
お
い
て
す
で

に
指
摘
し
て
お
い
た
。
ワ
グ
ナ
l
法
上
の
不
当
労
働
行
為
制
度
も
、
秩
序
だ
っ
た
効
果
的
な
団
交
の
実
現
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
と
思

(
お
)

わ
れ
る
。
「
団
結
活
動
の
自
由
」
を
保
障
す
る
の
は
そ
の
手
段
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
団
結
権
の
コ
ロ
ラ
リ
!
と
し
て
団
交
権

(
町
出
)

を
と
ら
え
る
日
本
法
的
な
把
握
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

第
二
に
、
団
交
「
権
」
が
保
障
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
根
拠
、
換
言
す
れ
ば
、
団
交
過
程
ま
で
国
家
が
強
制
的
に
関
与
し
た
理
由
は
、
特
定

(

初

)

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ー
の
実
現
の
た
め
で
あ
っ
た
。
鉄
道
労
働
法
制
に
つ
い
て
は
、
労
使
紛
争
の
回
避
に
よ
っ
て
州
際
通
商
を
円
滑
化

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
七
条
例
に
つ
い
て
は
、
紛
争
回
避
の
要
請
と
と
も
に
大
衆
購
買
力
増
強
の
た
め
に
賃
上
げ
の
実
現
が

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
協
約
締
結
の
次
元
ま
で
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
切
紛
争
「
調
整
」
権
限
の
行
使
と
し
て
は
当

誠実団交義務法理の形成

然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
に
、
団
交
権
(
義
務
)
の
内
容
は
、
七
条
例
の
運
営
を
通
じ
て
次
第
に
「
排
他
的
交
渉
代
表
札
サ
と
団
交
権
に
対
応
す
る
「
誠
実
団

交
義
務
」
と
し
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
協
約
締
結
義
務
と
の
観
念
さ
え
生
じ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
、
と
り
わ
け
誠

実
団
交
義
務
と
の
観
念
は
、
ワ
グ
ナ
i
法
の
制
定
お
よ
び
そ
の
運
営
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
と
は
い
え
、
両
者
の
基
盤
に
次
の
よ
う

な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
一
は
、

N
I
R
A
が
二
年
間
の
時
限
立
法
で
あ
り
、
初
め
か
ら
不
況
克
服
の
た
め
の
貯
合
政
策
の
一
環
と
し
て
立
法
化
さ
れ
た
こ
と
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説

で
あ
る
。
不
況
の
迅
速
な
克
服
の
た
め
に
は
団
交
権
の
抽
象
的
保
障
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
賃
上
げ
の
「
実
現
」
の
た
め
に
は
協
約

(お〉

締
結
も
し
く
は
そ
れ
に
む
け
た
合
理
的
努
力
の
義
務
づ
け
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
団
交
義
務
観

〈
川
品
〉

念
を
そ
の
ま
ま
平
常
時
の
恒
常
的
政
策
の
基
礎
に
す
え
る
こ
と
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ヮ
グ
ナ
l

論

法
も
緊
急
時
の
不
況
対
策
立
法
と
の
側
面
を
多
大
に
有
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
あ
ま
り
重
要
な
相
違
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
以
上

と
関
連
し
て
特
筆
す
べ
き
第
二
点
は
、

N
L
B
お
よ
び

N
L
R
B
に
は
紛
争
「
調
整
」
権
限
し
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
誠
実
団
交
「
義

、
、
、
、
、
、
、
ハ
お
〉

務
」
、
協
約
締
結
「
義
務
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
法
的
に
強
制
し
う
る
義
務
で
は
な
く
、
結
局
は
、
紛
争
調
整
の
処
理
準
則
に
す
ぎ
な

か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
協
約
締
結
義
務
と
の
発
想
が
な
さ
れ
た
所
以
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
誠
実
団
交
義
務
の
法

〈

お

〉

的
強
制
と
の
難
問
に
直
面
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(
幻
)

よ
く
ワ
グ
ナ
l
法
は
、

N
I
R
A
期
の

N
L
R
B
の
政
策
を
踏
襲
し
、

N
L
R
B
の
権
限
を
強
化
し
た
だ
け
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

と
団
交
「
権
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
仕
方
の
相
違
|
調
整
的
か
判
定
的
か
ー
に
よ
っ
て
そ
の
持
つ
意
味
が
大
き
く

異
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
述
の
よ
う
に
、
ワ
グ
ナ
i
法
立
法
の
際
に
は
、
こ
の
相
違
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
立
法
意
図
に
関
し
多
様
な
位
置
づ
け
が
可
能
と
な
っ
た
最
大
の
原
因
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
間
題
は
ニ
章
の
検
討
課

題
と
な
る
。

(

1

)

∞
田
町
F
O
H
M
-
n
F
.
円】・

M
G

∞N.

ハ
2
)
N
I
R
A
政
策
全
般
お
よ
び
労
働
政
策
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
『
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
の
経
済
政
策
』

(

3

)

フ
ォ
ー
ク
ナ
I

『
ア
メ
リ
カ
経
済
史
(
下
と
〈
一
九
六
九
年
)
八
六
O
頁。

(

4

)

立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
(
形
成

ω)
五
八
四
九
頁
参
照
。
具
体
的
争
点
は
、
会
社
組
合
規
制
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

(

5

)

項
目
毘

ω
B
5
O
P
A
c
-
-
3
5
E
G
3
5
5雪
ωontoロ
ス
担
)
Oご
r
o
Z
E
o
E
E
5
Eと
列
。
ロ

0
2ミ
〉
nFa
∞
叫
，

r
m
]・
。
町

田

g
z
g白
色
答
。

CE-
。
刊
の

Egm刷O
〈

ωロ苫
-
m
g
S
F
同
句

ω印
)
司
・
印
・

(
一
九
六
五
年
〉
参
照
。
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誠実団交義務法理の形成

(6)-EL--HM・
由
・
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
一
は
、
効
果
的
な
団
交
を
な
す
前
提
と
し
て
回
結
す
る
こ
と
自
体
を

保
護
す
べ
し
、
と
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
こ
は
、
団
交
し
、
そ
の
結
果
協
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
促
進
す
ぺ
し
、
と
の
立
場
で
あ
る

o
N
L
B
や

N
L

R
B
は
、
原
則
と
し
て
後
者
の
立
場
に
よ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

(
7
)
N
L
R
B
の
権
限
は
、
違
反
者
に
対
し
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
司
法
省
も
し
く
は
全
国
復
興
庁

(
N
R
A
〉
統
制
部
に
要
請
し
う
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

(

8

)

回
開
戸
切
呉
宮
仰
の
O
J
H
Z「切

g
・
な
お
、

N
I
R
A
期
の
裁
定
に
つ
い
て
は
直
按
原
資
料
を
参
照
に
し
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
核
判
断

が
個
別
事
案
の
事
実
と
い
か
に
関
連
す
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。

ハ
9
)
開
曲
目
弘
司
河
口
rFO叫
の
0
4
N
Z
F回
ωω
・

(
凶

)
Z白押古田開
-
F
o
n日向。。
.. 

H
Z
F回日可∞・

(
日
〉
一
連
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

ω宮
5
2・
8
・
nE4
宅・

8

1∞
・
参
照
。

(
辺
)
担
円
富
三

S
E
E
-
-
2・
」
Z

E
ぼ
宮
田
色
町
伊
豆
oロ
∞
(
叩
)
。
ご
「
目
当
担
問
ロ
R
〉円円・

3
S
E
E
R
-白
-
S
L
E
r
R
F
E
E
E
H
U
4・
2
0
N・

2
8叩
)
署
・
コ
N1ω
・
は
、

N
L
B
の
役
割
低
下
の
原
因
と
し
て
こ
の
点
を
重
視
し
て
い
る
。

(
臼

)
H
z
r回
出
品
・

〈
M
)
一
連
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
(
形
成
伺
)
五
九
二
1

八
頁
参
照
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
同
時
に
設
置
さ
れ
た

g
m
o
-
F
与
O『
刃
包
a
-
0
5
回
口
担
え
に
関
し
て
は
多
数
決
原
理
の
採
用
が
明
言
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
ο
同W
・O
-

v
a
E
B
-
-品目白
}
E
3
2
H吉
田
伺
白
口
弘
〉
ι呂
田
Z
E
-
Z
E
-
-ミ
ロ
口
島
町
二
r
m
Z住
吉
田
}
E
r
o『
HNO]白
昨
日
。
目
的
〉
n三
品

斗

r
o
p
D円
加
。
者
由
・

由}己ロ四件。ロ円、
.HN・
(H由
ω由
)
℃
・
品
目
同
・

(
日
山

)
H
Z
F
E凶
印
日
・
本
裁
定
の
意
義
、
労
使
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
』
目
白
開
聞
〉
・
。
円
。
凹
タ
叶
rm
富
由
ピ
ロ
同
一

O同伴
Z
2
2
5口
白
}
円
、
号
。
『

同州市]白昨日
0
5
回
白
血
三
・
(
】
申
立
)
宅

g
I
H
S
-
が
詳
細
で
あ
る

o
本
裁
定
に
よ
っ
て
も
論
争
は
完
全
に
は
終
結
せ
ず
、
明
確
な
説
法
化
が
必
要
な
状
態

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
官
・

5
u・

(
げ
〉
さ
ら
に
、
多
数
決
原
理
に
従
う
か
杏
か
の
判
断
も
被
用
者
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
か
、
自
ら
が
属
し
て
い
な
い
組
合
に
よ
る
代
表
と
の
発
想
は
、

ナ
ン
セ
ン
ス

(
5
2
Zミ
〉
で
あ
る
と
か
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。
宮
古
宮
司
∞
R
m
g
y
E
ζ
と
0『
芯
可
河
口

r
s
。。}}叩円江戸、四回白『何回目口
-Em
ロロ島町『

ωω
ロ
t
oロ
叶
〈
6
・3
N品
目
ロ
山
口
。
町
田
「
-
m
-
0
8
6
目y
N
2
・
H
Y
M箆・

(
刊
日

)ω
同
】
刊

HMne--ou-nx
・目
uu
・h
F
O
I
l
A
F
h

・
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説

〈
mm)ω
回同・何冊一ロ
y
o
u
-
包
f
H
Y
N∞日・

で
は
な
い
、
と
反
論
し
て
い
る
。

(
叩
叫
)
の
円
。
由
P
O
M
y
n
F
-
守
也
斗
・
ま
た
、

ω宮
田
口
2
・
0
目y
n
F仲・・同
M

・
S-

強
化
さ
れ
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
だ
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

〈
幻
)
も
っ
と
も
、
自
主
的
団
結
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
選
挙
万
能
と
の
発
想
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

Z
O
H
m
-
J，Z
U
?

n
E
O
B
O向
子
拍

z
r
m∞
ョ
お
忠
良
〈
・
「
-HN・
(
3
2
1
3
句
・
窓
斗
・

〈
nv
代
表
選
出
選
挙
に
つ
き
直
面
し
た
諮
問
題
に
つ
い
て
は
、

f
S
8
F
O℃
-
i
F
-
宅

会

ls・
参
照
。

(
お

)
H
z
r
m
∞
ω印
・

(
加
山

)ω
宮口
n
m
h
O
W
E
-
‘宅
-
8
l
s
-

(
お
)
巴
可
恒
国
島
巧
即
日
宮
町
ロ
ミ
m
g品
目
。
0

・
H
Z
F
m∞
怠
・

(

部

)

円

い

O回目
0
2
ι
丘
町
門
日
司
民
自
目
ロ
乱
ロ
的
可
Hmp
『回円
-
w
N
Z
F河
切

HAW-

ハ幻
)
z
g
F
O白
mw
】
〉
巳
ロ
ロ
何
回
目
品
。
F
g回
目
門
主
の
。•. 

H
z
r何回

HHa-

〈国
ω
)

坂
本
・
前
掲
書
一

O
七
一
良
は
、
不
当
労
働
行
為
を
「
交
渉
の
場
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ
れ
る
使
用
者
の
反
組
合
的
活
動
の
諸
態
線
」
と
表
現
し
て
い
る
。

〈
mm)
も
っ
と
も
、
我
が
国
に
お
い
て
両
者
の
関
連
性
に
つ
き
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(ω)
い
ず
れ
も
労
使
双
方
を
規
制
し
て
い
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

(
幻
〉
同
州
各
開
門
仲
間
Y
U
S
F
P
R吋
Z
U
Z
H
M
二
o
ロ
R
m包ロ

U
F担
当
日

ω
g
B
F
O同旬。戸山口吋・
3
E
。。
-
z
B
σ
z
r
岡山・

2
S
S
3・
N
m
H
I
M
-

(
位
)
多
数
決
原
理
は
、
会
社
組
合
の
規
制
と
と
も
に
未
組
織
労
働
者
を
も
団
交
に
と
り
こ
む
シ
ョ
ツ
プ
制
的
機
能
を
は
た
し
た
、
と
い
わ
れ
る
。
前
川
・

前
掲
論
文
一

O
i
一
一
頁
。

〈お

)ω
恵
三
r
o匂・

n-f
目

y
H
o
g
-

(
川
品
〉

ω一吉田
hq-
。可
-
n
比
二
苦
・
ぉ
l
h・

(お
)
F
E
-
-
司

-
g・
は
、
団
交
制
度
の
確
立
は
法
的
強
制
に
よ
る
よ
り
も
忍
耐
強
い
教
育
的
配
慮
に
よ
る
調
停
(
吉
伸
広
三
包
去
丘
町
m
g
m
e
S
F
Oロ
)
に

よ
っ
て
こ
そ
健
全
に
実
現
し
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

N
L
R
B
自
身
も
、
裁
定
は
「
勧
告
〈
B
g
B
B
E仏丘町
O
B
U
」
に
す
日
ぎ
な
い
と
表
明
し

て
い
た
。
出
血
片
岡
吋
〉
芸
-
z
h
w
E
H
F
-可
Q
F『
宵
切
『

2
P
同J
O
S
A
F相
当
曲
四
日
円
〉
nH
ぢ
斗
世
間
同
目
白
S

F
可・

C
8
0
)
唱・

8
・

は
、
公
共
決
議
に
お
い
て
多
数
決
原
理
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
議
会
の
意
図
は
明
確

5命

も
、
使
用
者
の
ホ
ン
ネ
は
、
多
数
決
原
理
の
採
用
に
よ
っ
て
労
働
者
の
交
渉
カ
が

北法31(3-4・E・194)1580



ハ
お
)
こ
の
点
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
た
の
は
、

ω宮
5
2・0
唱

-n-F
唱

-
M
P
で
あ
る
。

(

m

む
た
と
え
ば
、

v
s
r白
ロ
Y

O
匂・

nx・
3
一-怠

OlH・

二
章

ワ
グ
ナ

l
法
制
定
時
の
論
議

誠
実
団
交
義
務
の
内
容
、
と
り
わ
け
自
主
交
渉
と
誠
実
団
交
義
務
と
の
関
連
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
ア
メ
リ
カ
労
働
法
上
の
主
要
論
点

の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
論
争
の
際
、
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
団
交
権
を
保
障
し
た
ワ
グ
ナ
l
法
の
立
法
意
図
如
何
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に

見
解
は
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
団
交
義
務
を
め
ぐ
る
立
法
時
の
論
争
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
立
法
意
図
を
あ
き
ら
か
に

(

1

)

 

し
た
い
。

誠実団交義務法理の形成

と
こ
ろ
で
、
団
交
義
務
に
関
す
る
当
時
の
主
要
な
論
点
は
以
下
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
「
団
交
拒
否
」
を
独
自
の
不
当
労
働

行
為
類
型
と
す
べ
き
か
。
換
言
す
れ
ば
、
団
交
「
権
」
を
独
自
の
権
利
と
し
て
保
障
す
べ
き
か
、
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
(
誠
実
)
団

「
取
引
の
自
由
」
と
の
関
連
性
や
義
務
不
履
行
に
対
す
る
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
仕
方
(
調
整
的
か
判
定

交
義
務
の
具
体
的
内
容
如
何
、

的
か
〉
が
論
争
の
中
心
と
な
っ
た
。
第
三
は
、
排
他
的
交
渉
代
表
制
の
是
非
で
あ
る
。

ハ
2
V

以
下
、
立
法
の
時
間
的
経
緯
に
そ
っ
て
論
争
状
態
を
紹
介
し
、
立
法
意
図
の
解
明
に
つ
と
め
た
い
。
本
稿
の
問
題
関
心
に
よ
り
、
前
二
者

の
問
題
を
重
視
す
る
。

(ー)

ワ
グ
ナ
l
労
働
争
議
法
案

北法31(3-4・II.195)1581 



説

一
九
三
三
年
成
立
の

N
I
R
A
は
、
二
年
間
の
時
限
立
法
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
七
条
例
の
規
定
内
容
も
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
か

〈

3
)

っ
た
。
と
く
に
、
そ
の
実
効
性
の
な
さ
が
多
く
の
論
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

N
L
B
の
委
員
長
で
あ
っ
た
ワ
グ
ナ
1
上
院
議

論

員
が
中
心
と
な
り
、

一
九
三
四

i
五
年
に
か
け
て
精
力
的
な
孟
法
活
動
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
が
一
九
三
五
年
成
立
の

Z
白

t
o
g
-
F与

2

同
州
市
]
阻
同
窓
口
印
〉
立
に
他
な
ら
な
い
。
同
法
が
「
ワ
グ
ナ
l
法
」
と
よ
ば
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。

ま
ず
、

一
九
三
四
年
三
月
、
ワ
グ
ナ
l
議
員
は
、

い
わ
ゆ
る
ワ
グ
ナ
l
労
働
争
議
法
案
(
者
品
目
円
「
与

2
巴
省
三
町
田
切
戸

ω・
N
S
O
)

を
上
院
に
提
出
し
た
。
こ
れ
が
ワ
グ
ナ
l
法
の
原
型
と
な
る
。
同
法
案
は
、
団
交
拒
否
を
六
つ
の
不
当
労
働
行
為
(
S
F
Hこ
与
日
ち
『
恒
三
一
円
四
)

類
型
の
一
つ
と
し
て
明
確
に
定
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
五
条
仰
は
、
使
用
者
が
「
従
業
員
代
表
を
承
認
し
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
そ
れ
と

交
渉
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
賃
金
・
労
働
時
間
・
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
関
す
る
協
定
を
当
該
代
表
を
締
結
し
た
り
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め

に
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
努
力
公
2
4
5
2
0ロ
田
宮
町
丘
町
O三
件
O
B島
町
田

E
B
ω
s
g
g
邸宅
2
5
8
2
)
を
し
な
い
こ
と
」
を
不
当
労
働
行
為

(
4〉

と
し
て
禁
止
し
た
。
な
お
、
当
時
の
主
要
争
点
た
る
「
多
数
決
原
理
」
に
つ
い
て
は
明
確
な
規
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ワ
グ
ナ
1
議
員
は
、
同
条
項
の
提
案
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
七
条
例
の
主
要
な
欠
点
の
第
三
は
、
被
用
者
の
団
結
権
を
保

障
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
承
認
を
う
け
る
権
利
(
ユ
m
Z
8
5
8何
回
即
位
。
る
を
保
障
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

N
L
B
の
委
員
長
と
し
て

の
六
月
間
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
議
会
は
後
者
の
権
利
を
も
は
っ
き
り
と
保
障
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

N
L
B
に
も
ち
込
ま
れ
る
事
件
の
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
、
労
働
者
代
表
と
の
団
交
を
拒
否
す
る
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
も
し
、
本
法
案
が
立
法
化
さ
れ
る
と
か
よ
う
な
欠

点
は
是
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
法
案
は
、
鉄
道
労
働
法
の
成
功
し
た
経
験
を
モ
デ
ル
に
し
て
お
り
、
同
法
上
、
使
用
者
は
、
適
正
に
選
ば

れ
た
代
表
者
を
実
際
に
承
認
し
、
そ
れ
と
交
渉
し
、
さ
ら
に
満
足
す
べ
き
協
約
を
締
結
す
る
た
め
に
合
理
的
な
努
力
を
す
る
義
務
が
あ
る
と

〈

5
〉

さ
れ
て
い
る
」
。
か
よ
う
な
視
点
は
、
ワ
グ
ナ
l
法
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

〈

6
)

も
っ
と
も
、
団
交
「
権
」
保
障
の
具
体
的
方
法
と
し
て
は
、
実
質
的
に
調
整
的
な
も
の
が
芳
え
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に

北法31(3-4・n-196)1582 



お
い
て
は
、
七
条
例
上
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
の
団
交
権
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
、
ま
ず
こ
の
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た

し、。
さ
ら
に
註
目
す
べ
き
は
、
こ
の
時
点
か
ら
す
で
に
団
交
権
の
意
義
・
限
界
を
め
ぐ
り
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
ま
っ
た
く
相
反
す
る
視
角
か
ら
の
指
摘
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
驚
く
ほ
ど
今
日
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
名
な
労
働
経
済
学
者
で

あ
っ
た

ω
-
w
E
2
は
、
五
条

ωの
実
効
性
の
な
さ
、
と
り
わ
け
、
合
理
的
努
力
云
々
の
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
殊
勝
な
願
い
な
5
5

(
7〉

豆
島
)
」
に
す
ぎ
な
い
と
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
他
方
、
使
用
者
側
は
、
結
局
は
協
約
締
結
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
と
の
危
倶
を
表
明
し

(
8
V

〔

9
V

て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
団
交
権
に
内
在
す
る
「
本
質
的
」
問
題
と
い
え
よ
う
。

一一その
後
、
ワ
グ
ナ
l
労
働
争
議
法
案
は
、
使
用
者
側
の
強
い
反
対
に
あ
い
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た

の
は
上
院
教
育
労
働
委
員
会
委
員
長
た
る
毛
色
佐
議
員
で
あ
り
、
修
正
法
案
は
全
国
労
使
調
整
法
案

(zaFOE-

g
m
H
M
仲
田
正
)
と
よ
ば
れ
た
。

全
国
労
使
調
整
法
案

同
国
円
山
口
印
昨
H

・F
釦
-

〉
企
ロ
白
骨
・

誠実団交義務法理の形成

同
法
案
三
条
に
お
い
て
も
労
使
双
方
の
不
当
労
働
行
為
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
団
交
拒
否
条
項
が
削
除
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

〔

mv

ぃ
。
団
交
を
法
的
に
強
制
す
る
こ
と
の
非
効
率
性
♀
広
三
E
3心
、
非
実
際
性
(
吉
岡

}
3
3
2
E
F
5
と
の
指
摘
や
ウ
ォ
ル
シ
ュ
議
員
の
次
の

「
団
交
拒
否
」
は
独
自
の
不
当
労
働
行
為
類
型

発
言
が
若
干
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

「
同
法
案
は
、
被
用
者
の
団
結
す
る
方
法
、
仕
方
お
よ
び
彼
ら
の
代
表
者
や
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
選
出
す
る
方
法
、
仕
方
を
示
す
。
さ
ら

に
、
仲
間
の
被
用
者
の
た
め
に
交
渉
す
る
法
的
権
限
の
あ
る
代
表
者
を
使
用
者
の
事
務
所
の
ド
ア
ま
で
つ
れ
て
い
く
」
。
し
か
し
、

「
賃
金

北法31(3-4・n.197)1583



説

労
働
時
間
・
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
き
協
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
強
制
は
し
な
い
」
。

と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
方
針
は
ワ
グ
ナ
l
法
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
。
つ
ま
り
、
提
出
時
の
ワ
グ
ナ
l
法
案
に
お
い
て
、
団
交
拒
否
は

独
自
の
不
当
労
働
行
為
類
型
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
団
交
権
に
関
す
る
立
法
当
初
の
議
論
は
、
ま
さ
に
「
団
交
拒
否
」
を

5命

独
自
の
不
当
労
働
行
為
類
型
に
す
べ
き
か
、
と
い
う
基
本
的
ポ
リ
シ
ー
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
我
々
は
、
再
度
こ
の
点

に
注
目
し
た
い
。
な
お
、
同
法
案
も
成
立
に
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
契
機
に
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
公
共
決
議
第
四
四
号
が
成
立
す

る
。
第
一
次
N
L
R
B
の
設
置
は
こ
の
決
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

一一
一ワ
グ
ナ
l
は
、
第
七
四
議
会
に
お
い
て
再
度
労
使
関
係
法
の
立
法
化
を
試
み
た
。
一
九
三
五
年
二
月
一
一
一
日
に
法
案

3
・
H

自
己
を
提
出

し
、
こ
れ
が
ワ
グ
ナ

I
法
と
し
て
成
立
す
る
。
同
法
案
は
、
そ
の
政
策
宣
言
に
お
い
て
、
団
交
権
の
否
認
が
ス
ト
の
原
因
で
あ
り
、
そ
の
結

「
団
交
拒
否
」
は
独
自
の
不
当
労
働

ワ
グ
ナ
l
法
案

果
州
際
通
商
が
阻
害
さ
れ
る
、
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
提
出
時
に
お
い
て
、

行
為
類
型
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

「
当
該
事
項
を
法
律
上
の
用
語
に
よ
っ
て
正
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
困

〈

uv

難
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
団
交
義
務
は
、
本
法
案
の
中
に
明
確
に
内
包

C
5
1
W
5
さ
れ
て
い
る
」
と
発
言
し
て

(

日

)

(

U

〉

(

日

〉

い
る
。
つ
ま
り
、
団
交
拒
否
の
規
制
は
、
同
法
案
の
七
条
・
八
条

ωの
解
釈
に
よ
っ
て
十
分
な
し
う
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま

た
、
同
法
案
は
結
局
協
約
締
結
義
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
使
用
者
側
の
強
い
反
発
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
も
指
摘
さ
れ

ハ
凶
)

て
い
る
。
団
交
「
権
」
の
法
的
保
障
の
困
難
さ
、
と
い
う
今
日
的
問
題
が
す
で
に
立
法
的
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た

‘v
 そ

の
浬
由
は
な
に
か
。
ワ
グ
ナ
i
自
身
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
、

北法31(3-4・II.198)1584 



ワ
グ
ナ
l
労
働
争
議
法
案
と
こ
と
な
り
、
多
数
決
原
理
を
明
言
す
る
に
い
た
っ
た
(
九
条
例
)
。
か
よ
う
な
政
策
変

更
の
原
因
と
し
て
、
比
例
代
表
制
を
採
用
し
た
自
動
車
労
働
関
係
局
の
試
み
が
結
局
失
敗
に
終
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
匂

他
方
、
同
法
案
は
、

不
当
労
働
行
為
類
型
の
一
と
し
て
「
団
交
拒
否
」
が
挿
入
さ
れ
た
の
は
、
上
院
教
育
労
働
委
員
会
の
報
告
書
作
成
段
階
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。
当
時
、
労
使
紛
争
の
解
決
に
努
力
し
て
い
た

N
L
R
B
関
係
者
の
強
い
主
張
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
公
聴
会
に
お
い
て
、
前
委
員
長

た
る
の
2
1
8ロ
は
、
団
交
権
の
保
障
と
い
う
最
も
重
要
な
事
項
を
解
釈
の
可
能
性
(
吉
田
凹
E
m
E
Z召

sstcる
に
委
ね
る
べ
き
理
由

は
な
に
か
、
と
問
叶

γま
た
、
現
委
員
長
た
る
虫
色
巾
は
、
「
使
用
者
の
団
交
義
務
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
顕
著
な
意
見
の
対
立
と
混

乱
が
あ
っ
た
サ
げ
で
団
交
義
務
を
明
文
化
す
べ
き
、
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
教
育
労
働
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
う
け
い
れ
八

「
九
条
例
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
き
、
被
用
者
代
表
と
団
交
を
な
す
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
」
を
独
自
の
不
当
労

条
凶
仰
を
新
設
し
、

働
行
為
類
型
と
し
て
定
め
る
に
い
た
っ
た
。

間
報
告
書
は
、
該
条
文
新
設
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

「
た
と
え
自
ら
選
出
し
た
代
表
者
を
通
じ
て
団
交
を
な
す
被
用
者

の
権
利
を
保
障
し
た
と
し
て
も
、
相
手
側
に
、
指
名
さ
れ
た
代
表
者
〈
個
人
で
あ
れ
組
合
で
あ
れ
)
を
承
認
し
、
協
約
締
結
に
む
け
て
交
渉

す
べ
く
真
撃
な
努
カ
を
な
す
義
務
を
課
さ
な
け
れ
ば
そ
の
保
障
は
ま
っ
た
く
み
せ
か
け
♀
巴

5
5ロ
)
の
も
の
に
す
が
口
な
い
と
思
わ
れ
る
」
。

誠実団交義務法理の形成

も
っ
と
も
、
使
用
者
側
へ
の
配
慮
か
ら
以
下
の
よ
う
な
留
保
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

「
当
委
員
会
は
、
同
法
案
が
協
約

の
誤
っ
た
印
象
を
除
去
し
た
い
。
団
交
義
務
が
協
約
締
結
義
務
と
同
じ
で

な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
団
交
の
本
質
上
、
提
案
内
容
が
満
足
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
自
由
が
当

締
結
を
強
制
す
る
と
か
、
協
約
内
容
を
政
府
が
監
督
す
る
と
か
、

事
者
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

以
上
の
経
緯
に
よ
り
団
交
拒
否
が
独
自
の
不
当
労
働
行
為
類
型
と
し
て
定
め
ら
れ
、
以
後
の
論
議
は
、
も
っ
ぱ
ら
団
交
義
務
の
具
体
的
内

容
を
め
ぐ
り
展
開
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
(
誠
実
)
団
交
義
務
と
契
約
の
自
由
と
の
関
連
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
十
分

北法31(3-4・II.199)1585 



説

か
み
合
っ
た
論
議
が
な
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
立
法
意
図
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
論
争
が
紛
糾
し
た
所
以
で
あ
る
。

論

団
交
義
務
の
あ
り
方
に
つ
き
、
そ
の
立
法
意
図
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
上
院
本
会
議
に
お
け
る
ウ
ォ
ル
シ
ュ
議
員
の
次
の
発
言

が
必
ず
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
れ
を
紹
介
し
た
い
。

「
同
法
案
は
、
被
用
者
の
団
結
す
る
方
法
、
仕
方
お

よ
ぴ
彼
ら
の
代
表
者
や
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
選
出
す
る
方
法
、
仕
方
を
示
す
。
さ
ら
に
、
仲
間
の
被
用
者
の
た
め
に
交
渉
す
る
法
的
権
限
を

有
す
る
代
表
者
を
、
使
用
者
の
事
務
所
の
ド
ア
の
所
ま
で
つ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
同
法
案
は
、
事
務
所
の
ド
ア
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。

(

忽

)

(

お

)

労
使
は
、
自
由
に
会
談
を
な
し
、
協
約
を
締
結
す
る
か
否
か
は
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
の
発
言
内
容
で
あ
る
。
立
法
者
意

図
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
論
争
は
、
こ
の
ウ
ォ
ル
シ
ュ
発
言
の
評
価
を
め
ぐ
り
展
開
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ま
ず
、
契
約
自
由
の
原
則
を
強
調
す
る
論
者
は
、
当
然
の
よ
う
に
こ
の
発
言
を
極
め
て
重
視
す
る
。
そ
し
て
、

N
L
R
B
は
直
接
、
間
接

じ
交
渉
内
容
に
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
お
が

他
方
、
立
法
時
に
お
い
て
「
誠
実
」
団
交
義
務
と
の
芳
え
方
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
み
な
す
論
者
は
、
ウ
ォ
ル
シ
ユ
発
言
を
そ
れ

ほ
ど
重
視
せ
ず
、
次
の
よ
う
な
反
駁
を
試
み
て
い
る
。
第
一
に
、
ゥ
ォ
ル
シ
ュ
自
身
以
上
の
発
言
の
直
後
に
、

「
使
用
者
は
、
団
交
を
な
す

際
、
相
互
に
満
足
の
ゆ
く
協
定
を
締
結
す
る
よ
う
真
撃
な
努
力

(
S
Z
E
p
r
t
r
=
8
5
R
Y
m
B
E
E
-
-
u
z
s
m
p
n
g弓
間

関

門

2
5
8
C

〈

お

)

(

叩

叫

〉

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
交
渉
時
に
お
け
る
「
誠
実
さ
」
を
は
っ
き
り
と
問
題
に
し
て
い
る
。
第
二
に
、
立
法
意
図
の
解
明
の

(
幻
)

た
め
に
は
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
よ
り
も
む
し
ろ
ワ
グ
ナ
l
の
発
言
を
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
ワ
グ
ナ
l
は
、
団
交
義
務
の
具
体
例
と
し
て
、
七
条

ハ
お
)

川
円
上
の
出
。

E
m
裁
定
を
引
用
し
て
い
る
。
同
裁
定
は
、
そ
の
内
容
と
し
て
、
「
被
用
者
代
表
と
誠
実
に
交
渉
す
る
と
と
、
彼
ら
の
提
案
に

対
応
す
る
こ
と
、
も
し
そ
れ
が
受
諾
不
能
な
ら
ば
対
案
を
提
出
す
る
こ
と
、
合
意
に
達
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
努
力
を
す
る
こ
と
」
を

あ
げ
、
交
渉
内
容
を
も
問
題
に
し
て
い
る
。

思
う
に
、
立
法
過
程
に
お
い
て
、
団
交
義
務
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
七
条
例
上
の
原
則
を
踏
襲
し
た
と
し
て

Z
S骨
裁
定
が
頻
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(

m

m

v

(

叩

抑

)

繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
後
者
の
論
拠
の
方
が
よ
り
説
得
力
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

N
L
R
B
お
よ
び
裁
判
所
の
見
解

も
そ
う
で
あ
る
。

(
氾
)

と
は
い
え
、
誠
実
団
交
義
務
と
い
っ
て
も
協
約
の
締
結
義
務
ま
で
も
含
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
ま
っ
た
く
異
論
が
な
か
っ
た
。
そ
の
点

に
お
い
て
、
ワ
グ
ナ
ー
ら
の
立
場
に
は
若
干
の
混
乱
が
み
ら
れ
訪
山
つ
ま
り
、
七
条
例
上
の
裁
定
は
、
そ
の
政
策
実
施
方
法
が
調
整
的
(
強

制
力
が
な
い
)
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
団
交
義
務
の
内
容
と
し
て
実
質
的
に
協
約
締
結
「
義
務
」
を
も
含
む
と
解
さ
れ
る
原
則
を
確
立
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
七
条
例
上
の
原
則
を
踏
襲
す
る
と
い
っ
て
も
、
政
策
実
施
方
法
の
相
違
(
調
整
的
か
判
定
的
か
)
に
由
来

す
る
問
題
状
況
の
変
化
は
必
ず
し
も
十
分
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
定
に
強
制
カ
が
な
け
れ
ば
、
誠
実
団
交

「
義
務
」
、
協
約
締
結
「
義
務
」
あ
り
と
し
て
も
、
契
約
自
由
の
原
則
を
害
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
二
つ

の
義
務
を
区
別
す
る
メ
リ
ッ
ト
さ
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
裁
定
に
強
制
力
が
付
与
さ
れ
る
と
状
況
は
一
変
す
る
。
ワ
グ
ナ
ー
ら

は
ど
う
い
う
わ
け
か
こ
の
点
を
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
誠
実
団
交
義
務
と
契
約
の
自
由
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
立
法

(

お

)

意
図
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
ま
ず
無
難
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

誠実団交義務法理の形成

さ
て
、
以
上
で
団
交
義
務
の
根
拠
、
内
容
を
め
ぐ
る
立
法
時
の
論
議
は
そ
れ
な
り
に
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に

立
法
時
に
問
題
と
な
っ
た
他
の
関
連
す
る
論
点
に
つ
い
て
も
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
一
は
、
多
数
決
原
理
の
問
題
で
あ
る
。
ワ
グ
ナ
i
労
働
争
議
法
案
や
全
国
労
使
調
整
法
案
と
こ
と
な
り
、
ワ
グ
ナ
i
法
案
は
、
提
案

時
に
お
い
て
す
で
に
多
数
決
原
理
を
明
確
に
採
用
し
て
い
た
。
該
規
定
は
、
「
適
正
単
位
内
の
被
用
者
の
過
半
数
に
よ
っ
て
、
団
交
目
的
の

た
め
に
選
出
さ
れ
た
代
表
者
は
、
賃
金
率
、
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
関
す
る
団
交
目
的
の
た
め
に
、
当
該
単
位
内
の
す
べ

て
の
被
用
者
の
排
他
的
代
表
者
(
自
己

g
z
m吋
3
5
8己
主
4
2
)

に
な
る
も
の
と
す
る
(
九
条
例
)
」
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
な
提
案
に
対
し
て
、
使
用
者
側
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
等
の
反
駁
を
試
み
た
。
し
か
し
、
多
数
決
原

北法31(3-4・II.201)1587 



説

(
M
H
V
 

理
を
採
用
し
な
け
れ
ば
、
個
別
交
渉
(
宮
門

-ZEE-σ
同高内

HFEロ
ぬ
)
が
促
進
さ
れ
団
交
自
体
が
阻
害
さ
れ
る
と
か
、

「
団
交
の
目
的
は
、
協

約
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
状
態
を
安
定
化
し
、
労
働
条
件
の
公
正
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
単
位
内
の
労
働
者
に
対

論

し
二
つ
以
上
の
協
定
を
同
時
に
適
用
す
る
こ
と
、
お
よ
び
単
位
内
労
働
者
の
一
部
に
対
し
て
の
み
一
つ
の
協
約
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
は
、

実
際
上
不
可
能
で
あ
る
と
ほ
ぼ
一
般
的
に
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
多
数
決
原
理
な
し
に
協
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
実
際
的
と
は
い
え
な

い
」
と
の
理
由
で
、
九
条
例
は
修
正
さ
れ
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
排
他
的
交
渉
代
表
制
が
ア
メ
リ
カ
の
労
使
関
係
に
お
い
て
極
め
て

重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
組
合
の
団
交
義
務
」
の
問
題
で
あ
る
。
使
用
者
側
は
、
労
働
者
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
組
合
の
不
当
労
働
行
為

門
町
四
)

を
も
禁
止
す
べ
き
と
主
張
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
組
合
の
団
交
拒
否
を
も
禁
止
す
べ
し
、
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

N
L
R
B
関
係
者

は
、
①
被
用
者
が
最
初
に
要
求
を
提
出
し
な
け
れ
ば

N
L
R
B
は
使
用
者
の
団
交
拒
否
を
認
定
し
え
な
い
の
で
、
被
用
者
に
は
事
実
上
回
交

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
、
②
ス
ト
権
を
制
限
す
る
お
そ
れ
あ
り
、
③
組
合
が
団
交
を
つ
く
さ
な
い
ケ
l
ス
は
少
な
い
、
と
の
理
由
を
あ
げ

(
幻
)

反
駁
を
な
し
た
。
結
局
、
該
規
定
は
立
法
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
規
定
さ
れ
る
の
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
八
条
制

ωに
お
い
て

そ
の
こ
は
、

で
あ
っ
た
。

〈

1
)
ワ
グ
ナ
l
法
の
立
法
過
程
お
よ
び
そ
の
際
の
争
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
(
形
成
川
口
六
O
五
l
二
四
頁
参
照
。

(

2

)

論
争
状
態
に
つ
い
て
は
、
同
Nog-
毛
-
n
F
F
・

s-お
IHS-
が
詳
細
で
あ
る
。

(

3

)

会
社
組
合
規
制
の
あ
り
方
と
エ
ン
フ
ォ
l
ス
メ
ン
ト
の
不
十
分
さ
に
多
く
の
批
判
が
集
中
し
て
い
た
。

(

4

)

同
法
案
四
条
参
照
。

(
5
)
F
S
E
E耳
目
的
同
O

『
可
。
同
門

Z
Z白
E
Eこ
し
与

2NNALaeg
〉町時・

5
]
H・
3
・
5
1ロ
・
(
以
下
、
立
法
史
と
引
用
す
る
)
。

(

6

)

の『
o
g
-
o
u
-
n
F
司・

2
・
ワ
グ
ナ
I
自
身
も
、

N
L
B
(
同
法
案
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
不
当
労
働
行
為
の
「
救
済
」
機
関
〉
の
役
割
は
警
察
官

や
判
事
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
「
そ
の
主
要
な
役
割
は
労
使
紛
争
の
調
停
、
あ
っ
せ
ん
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
ハ
立
法
史
一
巻
一
七
頁
)
。
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誠実団交義務法理の形成

も
っ
と
も
条
文
よ
(
ニ

O
五
条
例
〉
は
、

N
L
B
に
不
当
労
働
行
為
の
禁
止
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

(

7

)

同
法
案
に
関
す
る
公
聴
会
に
お
け
る
発
言
ハ
立
法
史
一
巻
八
九
頁
〉
。

(
8
)
同

Nog-
。℃
-
n
F
司・

2
・
ま
た
、
立
法
当
初
か
ら
、

N
L
R
B
は
結
局
協
約
内
容
に
ま
で
関
与
し
、
強
制
仲
裁

(
8
8℃己血
o
q
R
E可
同
巴
自
)
を

な
す
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
危
倶
は
表
明
さ
れ
て
い
た
。
ど
〈
-Z-ω
司自ロ
n
a
-
R斗
Z
Z
E
o
s
-
F目
ro吋
河
内

w
E
5
5
〉
nFa
∞叶，
Z

』ロロ円
E
-
o同

国
民
国
吉
刊
白
血
口
同
手
四

C
E
-
C

問。rH口
回
開
。
(
忌

ω印
・
田
口
旬
開
】

-mB四
ロ

H
Y
℃
-
N
A
P
-

(
9
)
H
F
己・・司

-
N
2・
は
、
次
の
よ
う
に
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
交
渉
義
務
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
自
由
な
国
交
に
対
す
る
政
府
介
入
で
あ
る

か
ら
廃
止
す
べ
し
、
と
の
見
解
と
、
よ
り
効
果
的
な
保
障
の
た
め
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
改
正
す
べ
き
、
と
の
見
解
が
あ
る
。
た
だ
し
、
団
交
義
務
を

有
効
に
実
施
す
る
子
だ
て
が
な
い
、
と
の
点
に
つ
い
て
は
共
通
の
了
解
に
達
し
て
い
る
、
と
。

(
叩

)
ω
g
s
r
o同
ynx--
官

-
H
O
E
-

ハ
日
〉
立
法
史
一
巻
-
士
一
四
頁
。

(
ロ
〉
立
法
史
一
巻
一
四
一
九
頁
。

ハ
日
〉
同
条
は
、
被
用
者
の
団
結
権
、
団
交
権
の
保
障
を
規
定
し
て
い
る
。

(
日
比
)
同
条
は
、
七
条
に
規
定
さ
れ
た
権
利
を
使
用
者
が
害
す
る
こ
と
を
不
当
労
働
行
為
と
し
て
い
る
。

(
日
〉
明
N
o
g
-
O
H
M
-
n
F
唱・

2
一
回

R
E
E
F
O同
y
n
Z
3
予
虫
・
な
お
、

N
L
R
B
関
係
者
と

A
F
L
は
、
当
初
か
ら
「
国
交
拒
否
」
禁
止
の
明
文
化
を
主

張
し
て
い
た
。

(
日
)
の
『
D
曲

P

O
℃・

n-f
匂

-
Z叶・

(
げ
)
出
向
世
間
存
冊
目

P
O
M】・

n
-
f
H
M
-
g・

(
叩
岬
)
立
法
史
一
巻
一
五
一
七
頁
。

ハ
"
〉
立
法
史
一
巻
一
四
五
五
買
。

(
却
)
「
賃
金
率
、
賃
金
、
労
働
時
間
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
」
で
あ
る
。

(
幻
)
立
法
史
二
巻
二
三
一
二
頁
。

(
辺
)
立
法
史
二
巻
二
三
七
三
頁
。

〈
お
)
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
発
言
内
容
は
、
団
交
拒
否
が
独
自
の
不
当
労
働
行
為
類
型
と
さ
れ
な
か
っ
た
前
述
の
全
国
労
使
調
整
法
案
の
立
法
目
的
と

北法31(3-4・II• 203) 1589 



説

ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
と
ウ
ォ
ル
シ
ュ
議
員
に
と
っ
て
は
、
団
交
拒
否
を
独
自
の
不
当
労
働
行
為
類
型
に
す
る
か
否
か
は
、
そ

れ
ほ
ど
重
要
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

(
但
〉
た
と
え
ば
、

ω
日
正
y
o
u
-
n
F
-
〉
B
E
r白]門目。
o
H
伶
』
OFロ
吋
-
U
E
H
H
-
o
-
y
a
m白
m
E戸田
H
5ロ
え
の
ozmnHH4回
目
白
門
的
匝
5
5
m
σ
可

HF白
ZmHHFO白血-

F
F
r
2
m
o
-
F
H
5ロ
由
回
O
R
L
-
a
S
Z
R
4・円、
.
m
-
(
沼町(}〉・

(
お
〉
立
法
史
二
巻
二
三
五
二
頁
。

(
部
)
問
。
白

m
y
O官

nF-
匂
・
由
斗
・

(
幻
〉
同
『
広
--HM-
由
)
吋

U
F
E
-
o
p
。喝
-
n
F
-
唱・同∞
AH・

(
羽
)
立
法
史
二
巻
二
三
三
六
頁
。

(
m
U
)
N
L
R
B
は
そ
の
年
報
一
号

2
2
〉
ロ
ロ
ロ
胆
-
m
s
oュ
・
喝
・
∞
印
・
)
に
お
い
て
、
団
交
を
な
す
際
に
は
「
相
違
を
調
整
し
、
受
容
し
う
る
共
通
の
土
台

へ
到
達
し
よ
う
と
す
る
真
面
目
な
意
図
」
や
「
オ
ー
プ
ン
・
マ
イ
ン
ド
で
交
渉
に
の
ぞ
み
、
合
意
に
達
す
べ
く
合
迎
的
な
努
力
を
す
る
こ
と
」
が
必
要

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
加
叫

)
Z
F何回

4
・
〉
5
2
-
n
g
Z匝巴
Oロ
胆
ご
ロ

E
3
5由
。
0
.
、
E
u
d・
ω・
ω
8
2
8
N〉
己

S
N
-

ハ
幻
)
前
掲
上
院
教
育
労
働
委
員
会
報
告
書
参
照
。

(
刊
仙

)
ω
g
x
r
-
O
H
M
-
n
x
-
-
u・
HO∞∞・

(
m
ω
)
U
z
i
p
o司
-
n
-
7
宅
-NmNiω
・
ま
た
、

3
・
N
S
l
ω
・
で
は
、
当
時
の
問
題
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
団
交
制
度
の
確
立
自
体
に
あ
り
、
き
め
細
か
い
論

議
を
な
す
余
裕
は
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
川
む
公
聴
会
に
お
け
る
虫
注
目
。
発
言
。
立
法
史
一
巻
一
四
五
七
頁
。

(
お
)
上
院
教
育
労
働
委
員
会
報
告
書
。
立
法
史
二
巻
二
三
一
三
一
貝
。

(
お
〉
田
町

B
的門広
p
o勺
・
江
戸
-HU・
HO∞・

(
幻
)
円
広
島
・
・

H
M
-
H
S・

Z三b.

日間
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結

語

最
後
に
、
ワ
グ
ナ
l
法
制
定
ま
で
の
一
連
の
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
団
交
「
権
」
保
障
の
根
拠
お
よ
び
団
交
権
(
義
務
〉
の
具
体
的
内
容
を

(
I
V
 

検
討
し
て
む
す
び
と
す
る
。
そ
れ
以
降
展
開
さ
れ
た
誠
実
団
交
義
務
法
理
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

第
一
に
、
団
交
権
保
障
の
根
拠
は
な
に
か
。
換
言
す
れ
ば
、
団
交
拒
否
が
な
ぜ
独
自
の
不
当
労
働
行
為
類
型
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
。

(
2
V
 

ま
ず
、
自
力
だ
け
で
は
使
用
者
を
交
渉
の
場
に
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
弱
い
組
合

(448w
ロ
ロ
守
口
〉
」
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
た
め
、

と
の
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
団
交
拒
否
が
不
当
労
働
行
為
の
一
類
型
た
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
が
国
の
場
合

の
制
度
趣
旨
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
強
調
す
る
論
者
は
少
な
い
。
む
し
ろ
、
当
時
の
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
団
交

〈

3
)

権
保
障
は
、
以
下
の
よ
う
な
よ
り
具
体
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ー
の
実
現
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な

性
質
は
、
そ
の
後
の
団
交
権
法
理
の
展
開
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

誠実団交義務法理の形成

そ
の
一
は
、
紛
争
回
避
の
要
請
で
あ
る
。
ワ
グ
ナ
l
法
は
、
労
使
紛
争
が
州
際
通
商
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
紛
争
の
平

和
的
解
決
に
よ
っ
て
そ
の
円
滑
化
を
は
か
る
、
と
の
シ
ェ
ー
マ
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
当
時
多
発
し
て
い
た
組
合
承
認
公
2
・

(

4

)

(

5

)

 

omロ
E
oロ
)
ス
ト
の
回
避
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

団
交
過
程
の
制
度
化
、
す
な
わ
ち
、
排
他
的
交
渉
代
表
制
と
団
交
「
権
」
の
保
障
は
、
か

よ
う
な
要
請
か
ら
採
ら
れ
た
措
置
に
他
な
ら
な
い
。
団
交
紛
争
に
国
家
が
直
接
介
入
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い

て
は
、
鉄
道
労
働
法
と
の
類
似
が
み
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
排
他
的
交
渉
代
表
制
の
意
義
に
つ
い
て
若
干
補
足
し
て
お
き
た
い
。
当
該
制
度
を
採
用
し
た
直
接
の
理
由
は
、
会
社
組
合

つ
ま
り
、
比
例
代
表
制
の
採
用
に
よ
っ
て
団
交
制
度
の
運
営
が
阻
害
一
目
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
幻
げ

規
制
、

換
言
す
れ
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説

ば
、
労
働
者
の
分
断
化
に
よ
る
交
渉
力
低
下
を
回
避
す
る
た
め
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

A
F
L
か
ら
C
I
O
が
独
立

ハ
7
)
(
B
)

し
た
こ
と
も
あ
り
、
当
該
制
度
の
意
義
と
し
て
、
組
合
間
紛
争
の
平
和
的
処
理
に
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
る
に
い
た
っ
た
。
か
よ
う

な
排
他
的
交
渉
代
表
制
の
意
義
や
機
能
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
の
団
交
制
度
の
解
明
の
た
め
に
も
日
本
法
へ
の
示
唆
(
と
く
に
併
存
組
合
問

題
)
と
の
点
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
。
他
日
を
期
し
た
い
。

ワ
グ
ナ
l
法
の
政
策
の
第
二
は
、
不
況
克
服
で
あ
る
。
ワ
グ
ナ
i
法
は
、
組
合
強
化
に
よ
る
賃
上
げ
の
実
現
、
そ
の
結
果
た
る
大
衆
購
買

力
の
増
強
に
よ
っ
て
不
況
を
克
服
す
る
、
と
の
シ
ェ
ー
マ
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
団
結
権
(
組
合
結
成
・
運
営
の
自
由
)
の
み

を
保
障
し
、
団
交
制
度
が
自
然
に
「
成
熟
」
す
る
の
を
待
つ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
よ
り
積
極
的
な
措
置
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
協
約
の
締
結
〈
賃
上
げ
の
実
現
)
に
む
け
て
、
団
交
過
程
ま
で
国
家
が
直
接
関
与
す
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
ワ
グ
ナ
l
法
は
七
条
例
と
同
様
、
不
況
克
服
の
た
め
の
緊
急
政
策
と
し
て
の
側
面
を
強
く
有
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
団
交
権
法
理
に
は
以
上
の
よ
う
な
視
角
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
国
交
権
は
、
も
っ
ぱ
ら
団
結
権
保
障
の
コ
ロ
ラ
リ
ー

と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
独
自
の
団
交
権
法
理
が
形
成
さ
れ
な
い
理
由
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
第
二
の
検
討
課
題
は
、
団
交
権
の
具
体
的
内
容
、
い
わ
ゆ
る
「
誠
実
団
交
義
務
」
の
内
容
如
何
で
あ
る
。
そ
の
後
の
論
争
と
の
関

係
に
お
い
て
は
、
自
由
取
引
原
則
と
の
関
連
性
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
実
は
、
立
法
時
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
き
十
分
な
議
論
が
な

さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
協
約
締
結
義
務
は
な
い
明
協
約
締
結
に
む
け
て
合
理
的
な
努
力
を
す
る
義
務
は
あ
る
、
と
い
う
の
が
立
法
者
の
ほ

論

ぼ
共
通
の
了
解
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
も
抽
象
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
で
あ
る
。

ハロ)

も
っ
と
も
、
七
条
例
上
の
誠
実
団
交
「
義
務
」
に
つ
い
て
は
か
な
り
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
立
法
者
は
ほ
ぼ
そ
れ
を
踏
襲
し
た
と
み
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
か
よ
う
な
「
踏
襲
」
に
多
く
の
問
題
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
わ
す
れ
で
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

七
条
例
の
運
営
時
に
お
い
て
、
誠
実
団
交
義
務
と
自
由
取
引
と
の
関
連
性
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
主
要
な
原
因
は
、
違
反

北法31(3-4・E・206)1592



の
場
合
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
手
段
が
強
制
力
を
欠
く
調
整
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
は

あ
く
ま
で
も
自
主
交
渉
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
ワ
グ
ナ

l
法
上
は
誠
実
団
交
を
す
る
こ
と
が
法
的
に
強
制
さ
れ

(
M〉

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
自
主
交
渉
と
の
関
連
性
が
初
め
て
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
政
策
実
施
方
法
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
転
換

に
と
も
な
う
以
上
の
よ
う
な
問
題
状
況
の
変
化
を
、
立
法
者
が
十
分
予
測
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
立
法
の
際
に
、
こ
の
点
に
つ
き
十

分
つ
め
た
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
誠
実
団
交
義
務
と
自
由
取
引
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
立
法
意
図

は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
誠
実
団
交
義
務
と
の
発
想
が
主
に
調
整
権
限
と
の
関
連
で
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
お
き

た
い
。
団
交
紛
争
処
理
の
原
点
は
、
案
外
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

誠実団交義務法理の形成

(

1

)

団
交
権
と
団
結
権
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
一
八
四
お
よ
び
一
九
一
頁
参
照
。

(

2

)

回
O

F

O
℃

-nF
司
-
E
ω
0・
な
お
、
連
邦
労
使
関
係
法
の
基
礎
に
交
渉
力
の
平
等
化
と
の
要
請
が
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
宮
田
∞
E
L
R
S
-
n
X
J
司
・
ロ
O

∞
-K-
毛
色
町
田
m
H
O
P
E
r
R
S仏

F
m
m胆
-
P
0
8
8・
(
H
U
S〉旬・品
N
U
Z
R
o
-品
名

-
U
2
4・

。。ロ
R
B唱。『担『可。
o
Z
A
w
n
許可町田恒円四曲目ロ
E
m
(
ω
丘四向日・沼山可
N
)

同】・由一凶・

(

3

)

〉
R
E
r白一色の
O
H
-
J，rm
ロ
ロ
許
可
件
。
回
白
『
ぬ
注
目

5
0
0
O
L
司

g
p・3
日
戸
出
血
『
戸
「

-m-(呂
町
∞
)
唱
司

-
E
C叶|坦・

(
4
)
N
I
R
A
F
の
ス
ト
の
実
態
は
左
表
の
と
お
り
。

全
国
産
業
復
興
法
の
も
と
に
お
け
る
労
使
関
係
指
標

一

一

ス

ト

ラ

イ

キ

終

結

;

一

ス

ト

ラ

イ

キ

発

生

事

由

一
組
合
員
数
一
組
織
率
引
引
副
調
雪
到
引
配
引
釦
引
引

一

万

人

一

%

一

件

一

旦

万

人

一

件

一

件

一

件

一
三
六
三
一
一
二
・
四
一
九
二
四
一
二
二
・
六
一
二
九
一
三
七
三
一
三
八
二
一
二
ハ
九

一
三
八
六
一
一
一
・
五
一
一
、
六
七
二
一
一
六
・
九
一
一
一
四
一
九
一
二
ハ
一
五
三
三
一
一
一
一
一
二

一
一
一
一
一
一
五
一
一
二
・

O
一
一
、
八
一
七
一
一
九
.
五
一
一
四
八
一
七
一
七
一
八
三
五
一
二
六
五

↑
三
七
三
一
一
二
一
三
二
.
四
旦
↑
一
二
一
て
、

O
O
三一一二一=一

ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
.
前
掲
室
田
二
九
六
頁

年

次

一
九
二
九

一
九
三
三

一
九
三
四

一
九
三
五
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説

(

5

)

も
っ
と
も
、
ス
ト
権
自
体
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
(
一
三
条
〉
。
ス
ト
と
団
交
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(
6
〉
坂
本
・
前
掲
書
四
三
頁
。

(

7

)

回

o
F
a
n
-同・司
-HhN由
・
な
お
、

F
g
w
巧
-
F向口
p--onr
』
w
d
s
回
日

S
E
P
、
H，Z
Z
S
O
B
-
F
E『
白
河
刊

E
S
B
∞

sa・
2
3
C

℃
-HNω
・
は
、
排
他
的
交
渉
代
表
制
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
以
下
を
あ
げ
て
い
る
。
①
使
用
者
に
と
っ
て
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
原
因
と
な
る
承
認
を
め
ぐ

る
争
い
を
な
く
し
、
複
数
組
合
間
の
紛
争
を
し
ず
め
る
。
②
組
合
に
と
っ
て
は
、
組
合
の
正
当
性
を
社
会
的
に
認
め
さ
せ
る
。
③
労
働
者
に
と
っ
て

は
、
組
合
支
持
の
選
択
権
を
保
障
す
る
o

④
公
衆
に
と
っ
て
は
、
代
表
問
題
に
関
す
る
危
険
か
つ
非
生
産
的
な
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
公
正
か
っ

秩
序
だ
っ
た
制
度
を
形
成
す
る
。

(

8

)

当
時
に
あ
っ
て
も
、
会
社
組
合
と
の
対
立
が
あ
っ
た
の
で
か
よ
う
な
側
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

(
9
〉
交
渉
単
位
制
度
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
米
国
清
貴
「
『
交
渉
単
位
』
の
概
念
と
そ
の
決
定
基
準
付
伺
@
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
ニ

O
六、

ニ
O
八
、
一
一
一
一
号
(
一
九
七
六
年
)
、
同
「
『
適
当
な
交
渉
単
位
』
の
研
究
村
口
」
国
際
商
科
大
学
二
一
号
二
二
号
(
一
九
八

O
年
)
が
あ
る
。

(

ω

)

∞
o
-
p
o
u
-
n
-
F
-
u
-
E
2・
は
、
当
該
制
度
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
分
権
的
交
渉
の
実
態
を
前
提
に
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
集
権
的
交
渉
に

お
い
て
は
、
団
交
過
程
に
つ
き
、
よ
り
効
呆
的
な
監
督
機
関
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

〈
日
〉
誠
実
団
交
義
務
の
具
体
的
内
容
と
し
て
「
協
約
締
結
」
が
念
頭
に
置
か
れ
た
理
由
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

U
5
5・
0
℃
・
口
広
・
・
目
当
・
自

TIN-

(ロ
)
z
r
m∞ぐ・

]Oロ
g
h
w
F
g
m
E
5
ω
g色
。
。
円
ア

ω
D
H
C・
ω
-
H
(忌
ω吋
〉
白
骨
品
日
・
は
、
ワ
グ
ナ
l
法
が
「
い
か
な
る
合
意
も
強
制
し
な
い
」
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
八
条
同
に
お
い
て
、
明
文
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
協
約
締
結
義
務
が
な
い
こ
と
は
極
力
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(

U

)

大
衆
購
買
力
の
靖
強
の
た
め
に
は
協
約
の
「
締
結
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
促
進
す
る
た
め
に

N
L
R
B
に
調
整
権
限
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
、

と
の
興
味
深
い
提
言
も
な
さ
れ
て
い
る
。

F
巳
E
5・
0
司
-n-f
同y
品目
4

・
同
時
に
、
誠
実
団
交
義
務
の
法
的
強
制
の
困
難
さ
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

ωumロ
nm『・。目
M-n~F-
司・

M
叶・

論
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Hokkaido L. Rev. 

The Evolution of 'Duty to Bargain in Good Faith' 

concept in American Law 

Tetsunari DOKOキ

The 28th Article of our Constitution guarantees the right to 

organize and to bargain and act collectively. As for the right to 

bargain， the ArticIe 7 (2) of our Trade Union Act prescribes that 

it is an unfair labor practice for employers to refuse to bargain 

with their employees' representatives without a just cause. Recent-

ly， cases of refusal to bargain in our Labor Relations Commissions， 
have a tendency to increase. At the same time， there arises a variety 

of issues for discussion. Many labor law researchers， however， 
f 、 ~~~tmake 加 effort to inquire into these problems. 

In this paper， 1 make historical researches on the background 
of“duty to bargain in good faith" in American law， as a prelimi-

nary study of our legal theory. For our unfair labor practice 

machinery was modelled after the Wagner Act. 1 believe that it is 

of great use to study American legal theory for the estab1ishment of 

our legal theory. This remark applies in particular to the “duty to 

bargain" theory. 

My main research points are as follows. First， why did the 

legislature of Wagner Act provide that “refusal to bargain collec-

tively" was an independent type of unfair labor practices? Second， 

What was the content of duty to bargain in good faith considered 

to be by the legislature? 

* Assistant Professor of the Otaru University of Commerce 
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